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２ 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）
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５ 職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

・期末手当・勤勉手当
・退職手当
・時間外勤務手当
・管理職手当
・扶養手当
・住居手当
・通勤手当
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６ 役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

７ 給与制度の変更

（留意事項）

個人情報保護のため、対象者２名以下の場合には、個人が特定できない情報のみ記載し
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

一般職

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

参考

-

216,450 -

33年　平均給与月額　379,700円

30年

一般職

　　 　　　　経験年数
 区　分

区　　　分

備考

大学卒

高校卒 -

大学卒
一般職

-

260,600

10年

143,000

261,767 322,440 歳45円 円

-

備　　　　考初　任　給

164,300

-

（１）一般財団法人鳥取県観光事業団　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

47 人

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

48,481千円千円 千円 千円

平均給与月額 平均年齢

152,569 33,325 234,375

平均給料月額

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

５年 20年

高校卒

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。

21年　平均給与月額　342,950円

29年　平均給与月額　364,600円
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 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

（その他の加算措置）

　  　定年前早期退職特例措置（２％～　２０％加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

その勤務１日につき　2,000円（半日につき1,000円）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

支給職員数

支給職員数

1,031,522

月分

月分

月分

3 11,223,957

１人当たり平均支給額

6,616,090 29 228,141

１人当たり平均支給年額

48,481,523

時間外勤務手当

退職手当
（県の規定に

準ずる）

支給総額

33,671,871

月分勤続 40 年

勤続 25 年

勤続 35 年 月分

区　分

47.709000

28.0395

1.40 月分

月分

33.270750

勧奨・定年

47

19.6695 24.586875勤続 20 年

12月期

計

月分

2.30

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

支給総額 支給職員数

0.701.20

月分

区　分 勤勉手当

６月期 0.70 月分1.10

期末手当

区　分

期末手当
勤勉手当

内　　　　　訳

      退職手当の１人当たり平均支給額は、平成30年度に退職した
      一般職員に支給された平均額です。

44.7795 47.709000 月分

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

　　  25年以上勤続した年齢50歳以上の職員が、定年前勧奨等により
　　　退職する場合に加算があります。

月分

月分

月分

支給総額 １人当たり平均支給年額

82,000 3,905

年末年始手当
12/30～1/2の間に
勤務を命じられた

職員

自己都合

有

21

39.7575
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　給料表、職務の級、手当区分に応じて定額を支給

本部長、園長、館長 円

次長、副園長（とっとり花回廊に限る） 円

円

シニアマネージャー 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

円 人 円

支給職員数

支給職員数

１人当たり
平均支給月額

支給職員数

18

一定の管理または
監督の地位にある
職員

 15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子

660,000

区分
対象職員

6,500

5,000

１人当たり
平均支給月額

9,200

3,056

管理職手当

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

扶養手当
（県の規定に

準ずる）

支給総額

 イ　子

24 20,854

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

6,006,000

支給総額

１人当たり
平均支給月額

164,486,000

支給総額

23,365

住居手当
（県の規定に

準ずる）

50,000

40,000

副園長（とっとり花回廊を除く）、副館長、部長、参事 30,000

20,000

支　　給　　月　　額

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

内　　　　　容
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 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

（１ヶ月あたり 円を上限と

  する。）

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

支給要件に合致しないため制度を設けて
いない

支給総額

１人当たり
平均支給月額

区分
対象職員

46 16,941

1,600

50,100

通勤手当
（県の規定に

準ずる

１か月の特別急行料金等の２分の１
の額を加算（高速自動車国道等特別
料金等については２万円を限度）

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

55,000

9,351,300

支　　給　　月　　額

内　　　　　容

支給総額 支給職員数

支給職員数

 エ　駐車料金を負担
   している場合

（ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）
公共交通機関等及び自動車等に係る通勤
手当をともに受けている職員が、公共交
通機関の利用に伴って駐車場を利用し、
駐車料金を負担することを常例としてい
る場合に、当該駐車料金に相当する額を
支給

3,000

１人当たり
平均支給月額

１人当たり
平均支給月額

異動等を原因とし
て単身赴任となっ
た職員

　月額　30,000円＋加算額
　〔加算額〕
　　職員の住居と配偶者の住居の交通距離に応じて、6,000円から
　58,000円までの範囲で定める額。ただし、100キロメートル未満
　の場合は加算はなし

宿日直勤務を
命じられた職員

その勤務１回につき　4,400円

支給総額 支給職員数

宿日直手当

単身赴任手当

（県の規定に
準ずる）

79,800 3 2,217

360,000 1 30,000
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 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

給料・報酬月額

円 加算率４５％

円  ６月期 月分

円  12月期 月分

円

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

②非常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

  （１）変更内容

  （２）適用日　　平成31年4月1日

8,333

１人当たり
平均支給月額

492,008

支給者数

非常勤監事

１人当たり
平均支給月額

（期末手当等を含む）

1.90

1.80

区　分

理 事 長

評議員

非常勤理事

備　　　考

支給総額 支給者数

支給総額

期末手当

11

変　更　理　由

職員給与規程 育児短時間勤務の中の勤勉
手当の不利を是正するため

第16条４　前項に定める
勤務期間の算定について
は、次に掲げる期間を除
算する。
　（１）～（６）省略
（７）育児短時間勤務等
をしている職員として在
職した期間から当該期間
に算出率を乗じて得た期
間（実際に勤務した期間
（時間））を控除した期
間

第16条４　前項に定める
勤務期間の算定について
は、次に掲げる期間を除
算する。
　（１）～（６）省略
（７）育児短時間勤務制
度により承認を受けて1
日の勤務時間の一部につ
いて勤務しなかった日が
３０日を超える場合に
は、その勤務しなかった
期間

変　更　後 変　更　前区　分

1,100,000

5,904,100 1

１日につき30,000 理事会出席時は１日につき、20,000円

340,000

１日につき20,000

１日につき20,000
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

（２）公益財団法人とっとりコンベンションビューロー　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当

千円

一般職

計

81,585 千円 11,350 千円 26,196 千円 119,131

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

25 人

257,183 円 298,561 円 40 歳

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職
大学卒 －

その者の職と責任及び学歴、職歴、
経験年数、その他の事情を考慮し、
理事長が決定する。

高校卒 －

任期付一般職
大学卒 －

高校卒 －

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

一般職
大学卒 － － － －

高校卒 － － － 351,176

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。
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 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

（その他の加算措置）

　 定年前早期退職特例措置（制度なし）

〔平成30年度実績〕

１人当たりの平均支給額　　　　　0 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

(県の規定に
準ずる）

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期 1.145 月分 0.77 月分

12月期 1.285 月分 0.77 月分

計 2.43 月分 1.54 月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

26,195,706 26 1,007,527

退職手当

　退職金の支給は独立行政法人勤労者共済機構・中小企業退職共済事業
本部との間に退職金共済契約を締結することにより行い、退職手当の額
は、掛金月額と掛金納付月数に応じ、中小企業退職金共済法に定められ
た額とする。

時間外勤務手当 支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

5,080,697 21 241,938
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円

円

円

円

円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

円 人 円

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当

一定の管理または
監督の地位にある
職員

事務局長 55,000

事務局次長、館長 45,000

副館長 40,000

課長 35,000

専任課長 30,000

支給職員数
１人当たり

平均支給月額

1,297,200

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

1,800,000 4 37,500

支給職員数
１人当たり

平均支給月額

1,632,000

扶養手当
(県の規定に
準ずる）

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500

9,200

 満15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

支給総額

6 18,017

住居手当
(県の規定に
準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

支給総額

6 22,667
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 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

（１ヶ月あたり 円を上限と

  する。）

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

55,000

1,600

50,100

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

1,540,550 24 5,349

１か月の特別急行料金等の３分の２
の額を加算（高速自動車国道等特別
料金等については２万円を限度）

 エ　駐車料金を負担
   している場合

（ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）
公共交通機関等及び自動車等に係る通勤
手当をともに受けている職員が、公共交
通機関の利用に伴って駐車場を利用し、
駐車料金を負担することを常例としてい
る場合に、当該駐車料金に相当する額を
支給

支給要件に合致しないため制度を設けて
いない

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あ
たり３往復程度参加することを想定した
通勤手当を支給

3,000

通勤手当
(県の規定に
準ずる）

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
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 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

②非常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

変更なし

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考

常勤役員１号俸 275,000

なし

理事長が理事会の承認を得て決定する。
常勤役員２号俸 325,000

常勤役員３号俸 375,000

常勤役員４号俸 425,000

職員を兼ねる
常勤役員１号俸

65,000

職員としての給与は給与規程により支給
職員を兼ねる
常勤役員２号俸

75,000

非常勤理事長 100,000 100,000円を上限に理事長が理事会の承認を得て決定する。

非常勤役員・評議員 １回につき9,200円

非常勤役員（監事）
会計監査1回につ

き30,000円

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額
（期末手当等を含む）

900,000 1 75,000

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額

1,450,800 12 10,075
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

（３）　公益財団法人 鳥取県国際交流財団　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当

千円

国際交流推進員職

計

18,089 千円 4,617 千円 2,418 千円 25,124

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

9 人

188,514 円 201,129 円 45 歳

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

国際交流推進員職
大学卒 169,200

高校卒 169,200

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

国際交流
推進員職

大学卒 - - - -

高校卒 - - - -

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。
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 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

 (注) （　　）内の数値は、事務局長及び次長の職員の支給割合です。

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

（その他の加算措置）

　  　定年前早期退職特例措置    制度なし

〔平成30年度実績〕 なし

〔平成30年度実績〕

円 人 円

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

（次長級以上は
県の規定に準ず

る）

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期
0.235 月分 0.075 月分

1.145 0.770

12月期
0.265 月分 0.075 月分

1.285 0.770

計
0.500 月分 0.150 月分

2.430 1.540

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

2,417,844 9 268,649

退職手当
（県の規程に

準ずる）

区　分 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分

勤続 25 年 28.0395 月分 33.270750 月分

勤続 35 年 39.7575 月分 47.709000 月分

勤続 40 年 44.7795 月分 47.709000 月分

時間外勤務手当

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

2,243,344 8 280,418
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〔平成30年度実績〕

１人あたりの平均支給額　　６９８，４００円

 ア　配偶者、以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕 なし

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

円 人 円

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当
（県の規定に

準ずる）

一定の管理または
監督の地位にある
職員

職務の級に応じて定額を支給（月額５８，２００円）

扶養手当
（常務理事及
び事務局長
のみ県の規
定に準じて

支給）

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500

9,200

 15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子

5,000

住居手当
（県の規定に

準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

465,000 2 19,375
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 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

　 （ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）

（１ヶ月あたり 円を上限と

  する。）

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

１人あたりの平均支給額　６８，０００円

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

通勤手当
（県の規定に

準ずる）

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

55,000

1,600

50,100

１か月の特別急行料金等の２分の１
の額を加算（高速自動車国道等特別
料金等については２万円を限度）

 エ　駐車料金を負担
   している場合

公共交通機関等及び自動車等に係る通勤
手当をともに受けている職員が、公共交
通機関の利用に伴って駐車場を利用し、
駐車料金を負担することを常例としてい
る場合に、当該駐車料金に相当する額を
支給

3,000

支給要件に合致しないため制度を設けて
いない

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あ
たり３往復程度参加することを想定した
通勤手当を支給

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

1,142,400 8 11,900

　管理職手当の支給区分の応じて支給管理職特別
勤務手当

（県の規定に
準ずる）

管理職手当が支給
される職員で臨時
又は緊急の業務で
週休日に勤務した
職員

14



 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

円

円  ６月期 月分 勤勉手当　６月期　0.770　月分

円  12月期 月分 　　　　　12月期　0.770  月分

円

円

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

②非常勤役員 なし

 ７　給与制度の変更

  （１）変更内容

  （２）適用日　　　平成３１年４月１日

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考

変　更　理　由

理 事 長 無報酬

副理事長 無報酬 1.145

常務理事 225,900 1.285

非常勤理事 無報酬

非常勤監事 無報酬

※役員の報酬は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、その対価として報酬を支給
することができる。（定款第２８条第１項）

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額
（期末手当等を含む）

職員の給与月額
改正給与表１級23号に
0.97を乗じた額

改正給与表１級23号に
0.95を乗じた額

平成30年度からの給与改正
を反映（経過措置2年目）

3,855,140 1 321,262

区　分 変　更　後 変　更　前
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年4月1日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年4月1日現在）

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

8,478 千円

（４）一般財団法人因幡街道ふるさと振興財団 給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 賞与 計

管理職 一般職

4 人 7,013 千円 303 千円 1,162 千円

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

217,500 円 234,500 円 64 歳 162,700 円 164,800 円 60 歳

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職
大学卒 － その者の職と責任及び学歴、職歴、

経験年数、その他の事情を考慮し、
代表理事が決定する。高校卒 －

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

管理職
一般職

大学卒 － － － －

高校卒 － － － －

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。

16



 ５　職員手当の状況（平成31年4月1日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

〔平成30年度実績〕

〔平成29年度実績〕

円 人 円

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

区　分 賞与

６月期 1.00 月分

12月期 1.50 月分

計 2.50 月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

無

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

1,161,500 3 387,167

退職手当

　退職金の支給は独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金
共済事業本部との間に退職金共済契約を締結することにより行い、退職
手当の額は、掛金月額との掛金納付月数に応じ、中小企業退職金共済法
に定められた額とする。

時間外勤務手当 支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

10,084 2 5,042
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管理職手当 円

〔平成29年度実績〕

円

 ア　配偶者 円

 イ　配偶者以外の扶養親族 円

 ウ　配偶者のない職員の扶養親族のうち
 　１人目まで

 １人につき

円を加算

〔平成29年度実績〕

支給実績なし

 ア　交通機関等利用者

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

〔平成29年度実績〕

円

１人当たりの平均支給月額

11,000

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当

一定の管理または
監督の地位にある
職員

17,000

通勤手当

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

①定期券を使用することが最も経
済的かつ合理的であると認められ
る交通機関を利用する区間につい
ては、通用期間1箇月の定期券の
価額

②①の区間以外の交通機関を利用
する区間については、その使用が
最も経済的かつ合理的であると認
められる回数乗車券等の通勤21回
分(交替制勤務に従事する職員等
にあっては、平均1箇月当たりの
通勤所要回数分)の運賃の額

55,000

17,000

扶養手当

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

13,000

6,500

2,000

24,500

特別急行料金等の２分の１の額を加
算（１ヶ月あたり２万円を限度）

１人当たりの平均支給月額 4,200

円

 15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000
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 ６　役員の報酬等の状況（平成30年4月1日現在）

該当なし

 ７　給与制度の変更

　　　変更なし
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

（５） 公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター 給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当

千円

一般職

計

22,342 千円 5,169 千円 7,999 千円 35,510

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

6 人

310,300 円 382,091 円 45 歳

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職
大学卒 174,400

行政職給料表1級23号給（県職員より
6号下位）

高校卒 － 制度なし

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

一般職
大学卒 213,300

高校卒

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。

20



 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

〔平成30年度実績〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

（県の規定に準ず
る）

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期 1.145 月分 0.77 月分

12月期 1.285 月分 0.77 月分

計 2.430 月分 1.54 月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

7,999,441 6 1,333,240

退職手当

　退職金の支給は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金
共済事業本部との間に退職金共済契約を締結することにより行い、退職手
当の額は掛金納付月数に応じ、中小企業退職金共済法に定められた額とす
る。

　支給実績なし

時間外勤務手当 支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

2,591,361 5 518,272
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円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　配偶者、以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

円 人 円

66,500

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当

一定の管理または
監督の地位にある
職員

一般職 66,500

支給職員数
１人当たり

平均支給月額

188,400

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

798,000 1

支給職員数
１人当たり

平均支給月額

546,000

扶養手当

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500

9,200

 15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子

5,000

支給総額

1 15,700

住居手当

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

支給総額

2 22,750
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 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

　 （ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）

（１ヶ月あたり 円を上限と

  する。）

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

55,000

1,600

50,100

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

1,045,200 5 17,420

１か月の特別急行料金等の２分の１
の額を加算（高速自動車国道等特別
料金等については２万円を限度）

 エ　駐車料金を負担
   している場合

公共交通機関等及び自動車等に係る通勤
手当をともに受けている職員が、公共交
通機関の利用に伴って駐車場を利用し、
駐車料金を負担することを常例としてい
る場合に、当該駐車料金に相当する額を
支給

支給要件に合致しないため制度を設けて
いない

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あ
たり３往復程度参加することを想定した
通勤手当を支給

3,000

通勤手当

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
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 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

円

円  ６月期 月分 兼事務局長

 12月期 月分

円

円

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

②非常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

変更なし

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考

理 事 長 100,000

常務理事 399,700
1.145

1.285

非常勤理事
（会議等出席1回につき）

20,000

非常勤監事
（会議等出席１回につき）

20,000

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額
（期末手当等を含む）

1,505,698 10 12,547

7,684,833 1 640,403

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

（６）公益財団法人鳥取県文化振興財団　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当

千円

一般職

計

124,985 千円 25,372 千円 36,171 千円 186,528

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

41 人

257,696 円 292,195 円 42 歳

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職
大学卒 　その者の職と責任及び学歴、職歴、経験年数、その他の事情を

考慮し、理事長が決定する。高校卒

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

一般職
大学卒 ― 194,300 274,700 ―

高校卒 ― ― 324,950 ―

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。
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 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

 (注) １ （　　）内の数値は、管理職の職員の支給割合です。

 　　 ２ 支給額は、（Ａ）＋（Ｂ）です。

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

（その他の加算措置）　無

〔平成30年度実績〕

円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

区　分 内　　　　　訳

賞　与

区　分
給料月額に乗じる

割合（Ａ）
扶養手当に乗じる

割合（Ｂ）

６月期
1.65 月分 1.07 月分

1.65 1.07

12月期
1.70 月分 1.16 月分

1.70 1.16

計
3.35 月分 2.23 月分

3.35 2.23

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

無

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

36,170,898 41 882,217

退職手当

（中小企業退職金
共済制度）

　退職金の支給は独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金
共済事業本部との間に退職金共済契約を締結することにより行い、退職
手当の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ、中小企業退職金共済法に
定められた額とする。

１人当たりの平均支給額 2,759,420

時間外勤務手当

（県の規定に
準ずる）

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

8,454,424 30 281,814
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職務区分に応じて定額を支給

事務局長 円

総合プロデューサー 円

館長 円

部長、室長（級給６～１０） 円

部長、室長（級給１～５） 円

副部長 円

課長 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

円 人 円

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当

一定の管理または
監督の地位にある
職員 5,000

5,000

55,000

45,000

35,000

35,000

30,000

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

4,560,000 9 42,222

扶養手当

（県の規定に
準ずる）

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500

9,200

 15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

4,782,806 19 20,977

住居手当

（県の規定に
準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

3,302,400 13 21,169
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 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

（１ヶ月あたり 円を上限と

  する。）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

通勤手当

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

55,000

2,200

46,400

１か月の特別急行料金等の２分の１
の額を加算（高速自動車国道等特別
料金等については２万円を限度）

 エ　駐車料金を負担
   している場合

（ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）
公共交通機関等及び自動車等に係る通勤
手当をともに受けている職員が、公共交
通機関の利用に伴って駐車場を利用し、
駐車料金を負担することを常例としてい
る場合に、当該駐車料金に相当する額を
支給

3,000

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あ
たり３往復程度参加することを想定した
通勤手当を支給

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

4,272,740 29 12,278
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 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

円

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

②非常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

変更なし

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考

理 事 長 100,000 なし

常務理事
(常勤)

291,100 円

６月期
　給料月額に1.65を乗じ
て得た額に、扶養手当に
1.07を乗じて得た額を加
算
１２月期
　給料月額に1.70を乗じ
て得た額に、扶養手当に
1.16を乗じて得た額を加
算

その他、扶養手当、通勤手当を支給

非常勤理事
理事会出席
1回につき9,000円

なし

非常勤監事

監査1回につき
30,000円
評議員会・理事会
出席1回につき
9,000円

なし

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額
（期末手当等を含む）

4,618,480 1 384,873

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額

1,573,000 6 21,847
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成３１年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成３１年４月１日現在）

円

円

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３１年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

43,854 千円

(７)　公益財団法人鳥取童謡・おもちゃ館　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

一般職 専門職

12 人 29,453 千円 4,844 千円 9,557 千円

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

200,310 円 227,446 円 42 歳 244,733 円 286,104 円 38 歳

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職
大学卒 163,900 有期雇用職員は理事長が別に定める

高校卒 135,400 有期雇用職員は理事長が別に定める

専門職
大学卒 163,900

高校卒 135,400

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

一般職
大学卒 175,300 － 292,200 －

高校卒 － － － －

専門職
大学卒 － － － －

高校卒 － － － －

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。
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 ５　職員手当の状況（平成３１年４月１日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

　  　

　　  

〔平成30年度実績〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期 1.155 月分

無

0.735 月分

12月期 1.345 月分 0.735 月分

9,557,111 12 796,426

計 2.500 月分 1.470 月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

12 189,491

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

退職手当

　期限の定めのない職員の退職金の支給については、退職金の支給は独
立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部との間
に退職金共済契約を締結することにより行い、退職手当の額は、掛金月
額と掛金納付月数に応じ、中小企業退職金共済法に定められた額とす
る。

時間外勤務手当 支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

2,273,891
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 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

円 人 円

支給職員数
１人当たり

平均支給月額

680,400

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当
一定の管理または
監督の地位にある
職員

規定無し

支給職員数
１人当たり

平均支給月額

1,402,000

扶養手当

（県・市の規
定に準ずる）

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500

9,200

 15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子

5,000

支給総額

5 11,340

住居手当

（県・市の規
定に準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

支給総額

5 23,367

32



 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

　 

（１ヶ月あたり 円を上限と

  する。）

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

55,000

1,600

50,100

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

487,748 5 8,129

１か月の特別急行料金等の３分の２
の額を加算（高速自動車国道等特別
料金等については１ヶ月あたり２万
円を限度）

 エ　駐車料金を負担
   している場合

（ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）
公共交通機関等及び自動車等に係る通勤
手当をともに受けている職員が、公共交
通機関の利用に伴って駐車場を利用し、
駐車料金を負担することを常例としてい
る場合に、当該駐車料金に相当する額を
支給

支給要件に合致しないため制度を設けて
いない

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あ
たり３往復程度参加することを想定した
通勤手当を支給

3,000

通勤手当

（県・市の規
定に準ずる）

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
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 ６　役員の報酬等の状況（平成３１年４月１日現在）

 ６月期 月分

 12月期 月分

級別加算　45％

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

②非常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

　　変更なし

 

 

 

 

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考

理 事 長
（常勤）

303,600 円

1.155

1.345

理事
（非常勤）

理事会出席
1回あたり5,000円

監事
（非常勤）

理事会評議員会
1回あたり5,000円

監査出席
1回あたり20,000

円

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額
（期末手当等を含む）

185,000 8 1,927

4,809,450 1 400,788

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

期末・勤勉手当

320,346

体育指導員

224,600 276,200

千円24,182

職員手当 計

61,130

一般職

平均給料月額 平均給与月額

千円 千円

平均年齢

257,682 千円

専門職

平均年齢

(８) 公益財団法人鳥取県体育協会　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

54 人

給　　料

172,370

円

平均給料月額 平均給与月額

専門職

会長が別に定める

265,646 304,860 歳44円 円 33 歳286,729 円

一般職

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

初　任　給

157,300 1級13号

―　 ―　
専門職

備　　　　考区　　　分

備考

大学卒

20年

―　

５年 10年

高校卒

208,100

高校卒

139,700

大学卒

30年
　　 　　　　経験年数
 区　分

199,100

大学卒
一般職

193,300 ―　

―　

大学卒

高校卒 163,200

―　 ―　

―　

251,700 296,400

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。

―　 ―　高校卒
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 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

〔平成30年度実績〕

１人当たりの平均支給額　　　2,788,484円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

12月期

区　分 内　　　　　訳

区　分 期末手当

月分

月分 1.570

６月期 0.7851.145 月分月分

３月期

計

月分

月分

月分

2.430

―　

期末手当
勤勉手当

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

支給総額 支給職員数

―　

勤勉手当

1.285 月分 0.785

5461,129,776 1,132,033

135,528

独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部（中退
共）の保険制度に加入。退職金給付額は、掛金16,000円を適用。
ただし、指定管理施設に勤務する職員については、掛金を基本給に基づき
16,000円から30,000円の間で適用。

１人当たり平均支給年額

１人当たり平均支給額

時間外勤務手当

退職手当

支給総額 支給職員数

4,878,999 36
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給料月額の16%相当額又は月額50,000円のいずれか高い額

円

円

円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

2,835,250 9 26,252

住居手当
（県の規定に

準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

6,500

9,200

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

5,288,500 27 16,323

１人当たり
平均支給月額

32,059

管理職手当

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

扶養手当
（県の規定に

準ずる）

事務局次長 30,000

支給総額

6,540,000

一定の管理または
監督の地位にある
職員

リーダー、
統括主幹
及び施設次長

20,000

事務局長

園長及び館長 50,000

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

支給職員数

17
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 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

（１ヶ月あたり 円を上限と

  する。）

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

　上記加算については、現時点で適用し
ていない。

内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

1,600

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

50,100

8,405

通勤手当
（県の規定に

準ずる）

１か月の特別急行料金等の３分の２
の額を加算（高速自動車国道等特別
料金等については２万円を限度）

4,639,400 46

区分

（ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）
公共交通機関等及び自動車等に係る通勤
手当をともに受けている職員が、公共交
通機関の利用に伴って駐車場を利用し、
駐車料金を負担することを常例としてい
る場合に、当該駐車料金に相当する額を
支給

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

3,000

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

 エ　駐車料金を負担
   している場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あ
たり３往復程度参加することを想定した
通勤手当を支給

55,000

38



 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

円

 ６月期 月分

 12月期 月分

 ３月期 月分

円

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

②非常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

  （１）変更内容

  （２）適用日

441,840

6月期　1.730月分
12月期　1.870月分
3月期　0.4月分

県の職員との均衡②役員報酬
6月期　1.93月分
12月期　2.07月分

区　分 変　更　後 変　更　前

１人当たり
平均支給月額

変　更　理　由

（理事、監事）

監事報酬　　1日当たり30,000円
―　

支給者数
１人当たり

平均支給月額
（期末手当等を含む）

期末手当

支給総額

円

支給総額 支給者数

会議出席報酬　1回当たり3,000円

①勤勉手当
6月　勤勉　0.785月分
12月　勤勉　0.785月分

3月　勤勉　0月分

6月　勤勉　0.585月分
12月　勤勉　0.585月分
3月分　勤勉　0.4月分

県の職員との均衡

円

監事

専務理事

区　分

会長

2.070

1,200,000 1 100,000

5,302,083 1

給料・報酬月額

―

―　理事

1.930

100,000

該当なし

315,600

備　　　考

該当なし

③　　平成30年6月1日

①②　平成31年4月1日

③退職手当

指定管理施設に勤務する
職員については基本給に

基づき16,000円から
30,000円の間で適用

掛金16,000円を適用
労働環境が不安定な指定管
理施設職員のインセンティ
ブとして変更
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 １　従業員給与の状況（平成30年度）

(注) 従業員手当は、退職手当、賞与を含みません。

 ２　従業員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況(平成31年４月１日現在)

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の従業員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　従業員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

 ４　従業員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

（９）智頭急行株式会社　給与等状況報告書

従業員数
給　　　与　　　費

給　　料 従業員手当 賞   与

千円

一般職

計

239,233 千円 57,587 千円 79,296 千円 376,116

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

79 人

261,502 円 358,995 円 41 歳

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（賞与及び退職手当以外の
         手当)とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職

大学卒 169,100

高校卒 147,500

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備　考

一般職
大学卒 ― ― 282,800 ―

高校卒 ― ― ― ―
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 ５　従業員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

会社の業績を勘案して支給

1.93ヵ月

〃

2.07ヵ月

〃

4．00ヵ月

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

〔平成30年度実績〕

支給実績なし

〔平成30年度実績〕

円 人 円

区　分 内　　　　　訳

賞　　与

区　分

６月期

12月期

計

支給総額 支給従業員数 １人当たり平均支給額

79,296,349 79 1,003,751

退職手当

　退職金の支給は独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金
共済事業本部との間に退職金共済契約を締結することにより行い、退職
手当の額は、掛金月額との掛金納付月数に応じ、中小企業退職金共済法
に定められた額とする。

時間外勤務手当
支給総額 支給従業員数 １人当たり平均支給年額

19,916,617 63 314,142
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　職名に応じて定額を支給

部　長 円

次　長 円

課　長 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　配偶者,子以外の扶養親族 円

 イ　22歳に達する日以後の最初の3月31日
 までの間にある子

 ウ　配偶者のない従業員の子のうち
 　１人目まで
 イの３人目以降  １人につき

円
 16～22歳までの子  １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

〔平成30年度実績〕

円 人 円

　職名に応じて定額を支給 

運転士 円 車掌 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

　職種に応じて乗務日数に日額を乗じて支給

運転手当　1,000円/日 車掌手当　250円/日

〔平成30年度実績〕

円 人 円

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

役職手当

一定の管理または
監督の地位にある
従業員

50,000

40,000

35,000

支給総額 支給従業員数
１人当たり

平均支給月額

1,680,000 4 35,000

扶養手当

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る従業員

6,500

9,200 円

10,000 円

3,000

5,000

支給総額 支給従業員数
１人当たり

平均支給月額

8,817,321 40 18,233

住宅手当

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる従業員、自ら
所有する住宅に居
住する従業員

30,000

支給総額 支給従業員数
１人当たり

平均支給月額

6,126,600 20 25,150

特殊勤務手当

専ら運転業務及び
車掌業務に従事す
る者、運転士・車
掌以外の従業員が
運転士・車掌業務
に従事した場合

20,000 5,000

支給総額 支給従業員数
１人当たり

平均支給月額

6,255,000 32 16,138

支給総額 支給従業員数
１人当たり

平均支給月額

10,000 15 56
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公休日等出勤の場合

　　部長10,000円　次長・課長8,000円

公休日等以外の日の午前0時から午前5時に勤務した場合

　　部長 5,000円　次長・課長 4,000円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　交通機関等利用者

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

基本額の15.0％自主削減

円

円

円

円

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

※期末手当、通勤手当等、各種手当の支給なし

②非常勤役員

　該当なし

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職社員特
別勤務手当

災害等の対応のた
め正規の労働時間
以外の公休日等又
は深夜に勤務した

管理職社員
支給総額 支給従業員数

１人当たり
平均支給月額

16,000 2 667

通勤手当

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している従業員

交通機関等が発行している最長期間
の定期券の額をその期間にて除した
額

2,000

31,600

支給総額 支給従業員数
１人当たり

平均支給月額

14,387,706 75 16,008

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考

常勤役員

なし

(代表取締役社長) 850,000

(代表取締役常務) 815,000

非常勤役員 0

非常勤監査役 0

支給総額 支給役員数
１人当たり

平均支給月額
（期末手当等を含む）

19,980,000 2 832,500

43



 ７　給与制度の変更

  （１）変更内容

  （２）適用日　　　平成3１年４月１日

8,000円
鳥取県の制度を勘案し、制
度見直しを行ったもの

時間外勤務及び休日
勤務の時間が、１箇
月について60時間を
超えた場合の割増率

60時間を超えた労働時間
1時間につき、100分の
150の割増手当を支給

―

労働基準法の平成22年4月改
正規定の一部が2019年4月1
日から中小企業に適用され
ることに伴うもの

区　分 変　更　後 変　更　前 変　更　理　由

子の扶養手当 9,200円
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

69,970 千円

（10）公益財団法人鳥取県教育文化財団　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

一般職 文化財主事職・事務職

15 人 45,526 千円 9,020 千円 15,424 千円

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

229,890 円 291,742 円 47 歳 362,667 円 403,682 円 42 歳

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職
大学卒 169,100 県の初任給給料表×０．９の額の直

近上位の金額を支給高校卒 143,000

文化財主事職
・事務職

大学卒 －
県職員としての発令給料を支給

高校卒 －

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

一般職
大学卒 － － － －

高校卒 － － － －

文化財主事職
・事務職

大学卒 － － － －

高校卒 － － － －

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。

45



 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

〔平成30年度実績〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

（県の規定に
準ずる）

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期 1.145 月分 0.770 月分

12月期 1.285 月分 0.770 月分

計 2.430 月分 1.540 月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

15,424,580 15 1,028,305

退職手当

　退職金の支給は独立行政法人勤労者共済機構・中小企業退職共済事業
本部との間に退職金共済契約を締結することにより行い、退職手当の額
は、掛金月額と掛金納付月数に応じ、中小企業退職金共済法に定められ
た額とする。

なし

時間外勤務手当
（県の規定に

準ずる）

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

5,040,761 13 387,751

46



〔平成30年度実績〕

なし

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

円 人 円

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当
（県の規定に

準ずる）

一定の管理または
監督の地位にある
職員

県の「管理職手当に関する規則」に準じる。支給対
象は調査室長のみ。平成２９年度の調査室長は行政
職６級以上の者ではなかったので、支給の実績はな
し。

扶養手当
（県の規定に

準ずる）

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500

9,200

 満15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

1,172,400 7 13,957

住居手当
（県の規定に

準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

1,428,000 5 23,800
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 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

（１ヶ月あたり 円を上限と

  する。）

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

通勤手当
（県の規定に

準ずる）

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

55,000

1,600

50,100

１か月の特別急行料金等の３分の２
の額を加算（高速自動車国道等特別
料金等については２万円を限度）

 エ　駐車料金を負担
   している場合

（ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）
公共交通機関等及び自動車等に係る通勤
手当をともに受けている職員が、公共交
通機関の利用に伴って駐車場を利用し、
駐車料金を負担することを常例としてい
る場合に、当該駐車料金に相当する額を
支給

3,000

支給要件に合致しないため制度を設けて
いない

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あ
たり３往復程度参加することを想定した
通勤手当を支給

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

1,378,500 14 8,205

単身赴任手当

（県の規定に
準ずる）

異動等を原因とし
て単身赴任となっ
た職員

　月額　30,000円＋加算額
　　〔加算額〕
　　　　職員の住居と配偶者の住居の交通距離に応じて、8,000円
　　　から70,000円までの範囲内で定める額。ただし、100キロ
　　　メートル未満の場合は加算はなし。

　該当なし
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 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

円  ６月期 月分 勤勉手当

 12月期 月分 勤勉手当

円

円

円

円

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

②非常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

  （１）変更内容

変更なし

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考

理 事 長 319,600 1.145 0.770 月分

1.285 0.770 月分

非常勤評議員 １回　10,200

　支給なし
非常勤理事（理事会等） １回　10,200

非常勤監事（理事会等） １回　10,200

非常勤監事（監査） １回　30,000

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額
（期末手当等を含む）

5,224,387 1 435,366

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額

446,400 12 3,100
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

円

円

円

 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

円

（11）公益財団法人鳥取県臓器・アイバンク給与等状況報告書

給　与　費 10,128 千円

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

県医療職(3)の2級3号給相当に準ずる

短大3卒 191,500 県医療職(3)の2級2号給相当に準ずる

短大2卒 189,400 県医療職(3)の2級1号給相当に準ずる

准看護師養成所卒 161,800 県医療職(3)の1級1号給相当に準ずる

事務職 高校卒 152,000 県行政職の1級9号給相当に準ずる

コーディネーター職

大学卒 193,600

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

（県の規定に準ず
る）

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期 1.145 月分 0.77 月分

12月期 1.285 月分 0.77 月分

計 2.430 月分 1.54 月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

無

１人当たりの平均支給額 743,904
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〔支給率〕

（その他の加算措置）

　  　定年前早期退職特例措置（　2％～20％加算）

　　  ○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・25年以上勤続した年齢50歳以上の職員が、定年前に勧奨等に

より退職する場合に加算があります。

〔平成30年度実績〕

円

（ 円 ）

〔平成30年度実績〕

円

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円

区　分 内　　　　　訳

退職手当
（県の規定に

準ずる）

区　分 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年 19.6695 月分 24.58675 月分

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分

勤続 35 年 39.7575 月分 47.70900 月分

勤続 40 年 44.7795 月分 47.70900 月分

１人当たりの平均支給額 118,620

0

(注) １ （　　）内は、勧奨、定年及び早期退職制度による退職者への
　　　 支給実績を再掲したものです。

     ２ 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成30年度に退職した
       一般職員に支給された平均額です。

時間外勤務手当
（県の規定に

準ずる）

１人当たりの平均支給年額 64,516

対象職員 支　　給　　月　　額

扶養手当
（県の規定に

準ずる）

扶養親族とし
て配偶者、子
等を有する職
員

6,500

9,200

 満15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

１人当たりの平均支給月額 0
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 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

円

 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

　 （ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）

（１ヶ月あたり 円を上限と

  する。）

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

円

 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）
該当なし

 ７　給与制度の変更
変更なし

区　分 内　　　　　訳

住居手当
（県の規定に

準ずる）

住宅を借り受
け月額12,000
円を超える家
賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

１人当たりの平均支給月額 22,700

50,100

１か月の特別急行料金等の３分の２
の額を加算（高速自動車国道等特別
料金等については２万円を限度）

 エ　駐車料金を負担
   している場合

（ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）
公共交通機関等及び自動車等に係る通勤
手当をともに受けている職員が、公共交
通機関の利用に伴って駐車場を利用し、
駐車料金を負担することを常例としてい
る場合に、当該駐車料金に相当する額を
支給

3,000

支給要件に合致しないため制度を設けて
いない

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あ
たり３往復程度参加することを想定した
通勤手当を支給

１人当たりの平均支給月額 2,258

通勤手当
（県の規定に

準ずる）

交通機関等を
利用し、また
は自動車等を
使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

55,000

1,600
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年4月1日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年4月１日現在）

円
円
円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年4月１日現在）

円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円

 ５　職員手当の状況（平成31年4月1日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

691,103 千円

（12）公立大学法人公立鳥取環境大学　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

教員 事務職員

101 人 455,286 千円 73,719 千円 162,098 千円

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

456,718 円 514,962 円 50 歳 289,045 円 364,612 円 43 歳

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考
教員 　　－ 職位、経験等を考慮して決定

事務職員
大学卒 179,700 県職員より４号給下位
高校卒 147,500 県職員より４号給下位

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

教員 325,100 460,775 478,900 534,400

事務職員
大学卒 200,400 　－ 　－ 　－
高校卒 　－ 　－ 　－ 　－

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

（県の規定に
準ずる）

区　分 期末手当 勤勉手当
６月期 1.145 月分 0.785 月分
12月期 1.285 月分 0.785 月分

計 2.430 月分 1.570 月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額
162,098,027 96 1,688,521
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〔支給率〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

円
学部長ほか 円
研究科長ほか 円
副学長補佐 円
副学部長ほか 円
副センター長ほか 円
事務局長 円
事務局次長ほか 円
課長ほか 円

円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円
 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、
 最高 円まで支給

〔平成30年度実績〕

円 人 円

区　分 内　　　　　訳

退職手当

（県の規定に
準ずる）

区　分 自己都合 定年
勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分
勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分
勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分
勤続 40 年 44.7795 月分 47.709 月分

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額
6,662,353 2 3,331,177

時間外勤務手当
支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

10,989,616 31 354,504

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当

一定の管理または
監督の地位にある
職員

副学長 113,900
98,400
77,300
69,500
61,700
46,300
92,800
61,700
46,300

参事ほか 41,300

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
19,397,800 26 62,172

扶養手当

（県の規定に
準ずる）

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500
9,200

 満15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
11,407,484 54 17,604

住居手当
(県の規定に
準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
16,380,900 56 24,376
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 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額
②通勤21回分の回数券の額
＜最高限度額

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円
から 円の範囲内で支給

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

円
学部長ほか 円
副学長補佐 円
副学部長ほか 円
（勤務時間が６時間を超えた場合は、150/100）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

授業科目又は演習科目２時間を15回担当するごとに
50,000円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

通勤手当

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

一月当たり55,000円＞
1,900

39,300

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
5,602,752 77 6,064

休日勤務手当

休日において正規
の勤務時間中に勤
務することを命ぜ
られた職員

勤務時間１時間につき、給与額に１００分の１３５を乗じて得た
額

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
911,532 17 4,468

管理職員特別
勤務手当

臨時又は緊急の必
要その他業務の運
営の必要により休
日に勤務した管理
職員

副学長及び事務局長 10,000
8,000
7,000
6,000

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
72,000 1 6,000

大学院研究
指導手当

学部の専任教員の
うち、大学院にお
いて大学院生の研
究指導を担当する
もの

研究指導を行う大学院生の人数にかかわらず、当該月の給
料額に100分の3を乗じて得た額

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
1,558,000 10 12,983

大学院授業手当

学部の専任教員の
うち、大学院の授
業科目又は演習科
目を担当するもの

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
1,186,667 24 4,120

地域貢献手当

本学の学生以外の
者への教育サービ
スの提供として講
義等の業務に従事
した教員

１時間につき3,000円（休日等に従事する場合は5,600円）
（１日当たり限度額　16,800円）

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
1,012,350 26 3,245
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教科・科目の問題作成業務　　１回当たり40,000円
                          　（責任者は60,000円）
教科問題の作成補助業務ほか　１回当たり10,000円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

１日当たり10,000円
（業務に従事した時間が４時間以内の場合は5,000円）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

１回当たり5,000円

〔平成30年度実績〕 実績無し

主任審査員 １時間当たり3,000円
（休日等に従事する場合は5,600円）

副査 １時間当たり1,500円
（休日等に従事する場合は2,800円）

〔平成30年度実績〕 実績無し

１時間につき2,000円（１日当たり限度額は10,000円）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

１時間につき5,600円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

月額20,000円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

入試手当

学部又は大学院の
入学者選抜試験の
問題作成、採点等
の業務に従事した
教員

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
2,680,000 56 3,988

センター
試験手当

大学入試センター
試験の試験実施業
務に従事した教員

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
600,000 47 1,064

ＴＯＥＩＣ
試験手当

ＴＯＥＩＣ公開テ
ストの試験実施業
務に従事した職員

ＴＥＡＳ
審査手当

ＴＥＡＳ審査業務
に従事した職員

資格取得等
支援業務手当

本学の学生に対し
て資格取得支援及
び基礎学力向上な
ど、授業以外で講
座等の業務に従事
した教員

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
27,000 1 2,250

免許状更新
講習手当

教員免許状更新講
習の講義等の業務
に従事した教員

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
705,600 16 3,675

施設管理手当

施設の管理業務に
従事する再雇用職
員

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
720,000 3 20,000
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※平成29年度新設
月額100,000円以内で理事長が別に定める額

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ６　役員の報酬等の状況（平成31年4月1日現在）

円  ６月期 月分
円  12月期 月分
円
円
円
円

〔平成30年度実績〕
①常勤役員

円 人 円

②非常勤役員

円 人 円

③兼務役員（手当のみ） （再掲）

円 人 円

 ７　給与制度の変更
  （１）変更内容

  （２）適用日　　　平成31年4月１日

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

兼務役員手当

職員を兼務する役
員

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
614,400 1 51,200

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考
理 事 長 912,000 1.325
副理事長 510,000 1.365

理事 410,000
非常勤理事 日額 26,100

支給無し非常勤監事 日額 26,100
兼務役員 51,200 ※手当のみ（再掲）

支給総額 支給者数
１人当たり
平均支給月額

（期末手当等を含む）

22,547,420 2 939,476

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額
324,800 3 9,022

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
614,400 1 51,200

区　分 変　更　後 変　更　前 変　更　理　由

教員給料表 平均0.24％の増額
本学が準用している国立大
学の参考給与表が改正され
たため変更
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員数５人（うち鳥取県派遣４人）

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

 (注) 　（　）内の数字は県派遣職員の支給割合。

〔平成30年度実績〕

円

〔支給率〕

（その他の加算措置）

定年前早期退職特例措置 ２％

〔平成30年度実績〕

実績なし

〔平成30年度実績〕

円

勤続40年 44.7795　月分 47.70900　月分

時間外勤務手当
(県の規定に
準ずる）

１人当たりの平均支給年額 254,560

24.58675　月分

勤続25年 28.0395　月分 33.27075　月分

勤続35年 39.7575　月分 47.70900　月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

１人当たりの平均支給額 694,759

退職手当

（県の規定に
準ずる）

区　分 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695　月分

計
2.430 月分 1.95～0.87以下月分

（　　－　　） (1.95～0.87以下)

12月期
1.285 月分 0.975～0.435月分

（　　－　　） (0.975～0.435以下)

期末手当
勤勉手当

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期
1.145 月分 0.975～0.435月分

（　　－　　） (0.975～0.435以下)

一般職 ― 円

県給与条例の適用を受ける者の例に
よる。ただし、官公署又は事業所を
退職し、センターに採用された職員
については理事長が別に定める。

区　分 内　　　　　訳

（13）公益財団法人鳥取県環境管理事業センター 給与等状況報告書

給与費 8,726　千円

区　　　分 初　任　給 備　　　　考
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県給与条例の給与表、職務の級、手当区分に応じた定額を支給

〔平成30年度実績〕

円

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

該当なし

住居手当
(県の規定に
準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

扶養手当
(県の規定に
準ずる）

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500

9,200

 満15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

該当なし

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当
(県の規定に
準ずる）

一定の管理または
監督の地位にある
職員

１人当たりの平均支給月額 58,200
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 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者  通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

《センター指定公署》米子市明治町105

〔平成30年度実績〕

円 人 円

管理職手当の支給区分に応じて支給

〔平成30年度実績〕

円

1,722,572 3 47,849

管理職特別
勤務手当

(県の規定に
準ずる）

管理職手当が支給
される職員で臨時
または緊急の業務
で週休日に従事し
た職員

１人当たりの平均支給年額 56,000

通勤手当
(県の規定に
準ずる）

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

 次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

（ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）

 公共交通機関等及び自動車等に係る通
勤手当をともに受けている職員が、公共
交通機関の利用に伴って駐車場を利用
し、駐車料金を負担することを常例とし
ている場合に、当該駐車料金に相当する
額を支給（1か月あたり3,000円を上限と
する。)

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

 ノーマイカー運動参加者に対し、１月
あたり３往復程度参加することを想定し
た通勤手当を支給

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

55,000

1,600

50,100

１か月の特別急行料金等の３分の２の額
を加算（高速自動車国道等特別料金等に
ついては一ヶ月あたり２万円を限度）

 エ　駐車料金を負担
   している場合

（駐車場代の加算）

 通勤のため4輪の自動車を使用し駐車場
として公署の敷地を利用する場合に、当
該利用に係る１月あたりの職員負担額が
5,000円を超えることとなると任命権者
が認める公署に勤務する職員に支給（1
か月あたり1,000円を上限とする。）

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額
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 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

 ６月期 月分 加算率　４５％

 12月期 月分

― 円

― 円

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

②非常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

変更なし

160,000 6 2,222

6,066,650 1 505,554

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額

非常勤理事
理事会出席に際し、交通費及び報酬
10,000円を支給

非常勤監事
理事会、監査、評議員会出席に際し、交
通費及び報酬10,000円を支給

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額
（期末手当等を含む）

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考

理　事　長 350,000 円
0.945

1.085
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した年数を
加算したものです。

短大卒 ― 186,500 ― ―
一般職

大学卒 ― ― ― ―

経験年数に
関係

なく固定給

高校卒 ― ― ― ―

食鳥検査員
（専門職）

大学卒 ― ― ― ―

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

―

一般職
大学卒 238,000 月額　固定

高校卒 143,000 行政職１級５号給（上限４級５号給）

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

食鳥検査員
（専門職）

大学卒 238,000 月額　固定

高校卒 ―

248,650 円 271,000 円 54 歳238,000 円 297,857 円 63 歳

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

食鳥検査員（専門職） 一般職

9 人 25,940 千円 5,428 千円 8,822 千円

（14）　公益財団法人　鳥取県食鳥肉衛生協会　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

40,190 千円
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 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

 (注) （　　）内の数値は、○○○以上の職員の支給割合です。

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

（その他の加算措置）

　  　定年前早期退職特例措置

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

285,600 1 285,600

時間外勤務手当 支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

39,744 4 9,936

　一般職（短大卒）は県の規定を適用。

　平成２６年度より常勤役員、事務局長及び食鳥検査員の退職手当制度を廃止。

　制度なし

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

勤続 35 年 39.75750 月分 47.709000 月分

勤続 40 年 44.77950 月分 47.709000 月分

月分 24.586875 月分

勤続 25 年 28.03950 月分 33.270750 月分

8,822,774 9 980,308

退職手当
（県の規定に
準ずる）

区　分 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年 19.66950

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

0.970

計
2.430 月分 1.540 月分

2.030 1.940

0.770 月分

0.945 0.970

12月期
1.285 月分 0.770 月分

1.085

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

（県の規定に
準ずる）

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期
1.145 月分
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〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円
 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

（１ヶ月あたり 円を上限と
  する。）

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円779,400 9 7,217

通勤手当
（県の規定に
準ずる）

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期間
当たりの額が低い方の額。

 エ　駐車料金を負担
   している場合

（ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）
公共交通機関等及び自動車等に係る通勤手
当をともに受けている職員が、公共交通機
関の利用に伴って駐車場を利用し、駐車料
金を負担することを常例としている場合
に、当該駐車料金に相当する額を支給

支給要件に合致しないため制度を設けてい
ない

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あた
り３往復程度参加することを想定した通勤
手当を支給

支給総額 支給職員数
１人当たり
平均支給月額

3,000

支給職員数
１人当たり
平均支給月額

390,000 4 8,125

55,000

1,600

50,100

１か月の特別急行料金等の３分の２の
額を加算（高速自動車国道等特別料金
等については２万円を限度）

住居手当
（県の規定に
準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

該当なし

163,200 1 13,600

扶養手当
（県の規定に
準ずる）

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500
9,200

 満15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子

5,000

支給総額

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当

一定の管理または
監督の地位にある

職員

　１カ月あたり13,600円支給する。

支給総額 支給職員数
１人当たり
平均支給月額
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〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

支給総額 支給職員数
１人当たり
平均支給月額

360,000 3 10,000

1,008,000 7 12,000

班長である職員
１カ月あたり10,000円支給する。

班長手当

食鳥検査業務に従
事する職員
（検査専門員）

１カ月あたり12,000円支給する。

早朝勤務手当

支給総額 支給職員数
１人当たり
平均支給月額

支給総額 支給職員数
１人当たり
平均支給月額

840,000 7 10,000

1,848,000 7 22,000

食鳥検査業務に従
事する職員

１カ月あたり10,000円支給する。

獣医師手当

食鳥検査業務に従
事する常勤職員
（検査専門員）

　
　食鳥検査をする場合は、１カ月あたり22,000円支給する。

特殊勤務手当

支給総額 支給職員数
１人当たり
平均支給月額

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額
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 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

円

 6月期 月分

 12月期 月分

円

円

円

①常勤役員

円 人 円

②非常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

　　　変更なし

支給総額 支給者数
１人当たり
平均支給月額

775,200 12 5,383

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額
（期末手当等を含む）

4,813,000 1 401,083

監　　事 81,600 ― 　年額

評 議 員 40,800 ― 　年額

常務理事 271,800 円

1.145 　期末手当に事務局長手当を適用

1.285

上記以外の理事 40,800 ― 　年額

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考

理 事 長 20,400 ―
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年4月1日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。

高校卒 ― ― ― ―
一般職

大学卒 ― ― ― ―

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職
大学卒 ― 鳥取県生活衛生営業指導センター補

助金交付要綱の規定の範囲内で理事
長が定めるものとする高校卒 ―

202,833 円 217,262 円 63 歳

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般職

3 人 7,302 千円 519 千円 2,450 千円

 （15） 公益財団法人 鳥取県生活衛生営業指導センター給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

10,271 千円
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 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

〔平成30年度実績〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円3 54,348

退職手当

　退職金の支給は独立行政法人勤労者共済機構・中小企業退職共済事業
本部との間に退職金共済契約を締結することにより行い、退職手当の額
は、掛金月額と掛金納付月数に応じ、中小企業退職金共済法に定められ
た額とする。

　なし

時間外勤務手当
(県の規定に
準ずる）

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

163,044

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

2,449,792 3 816,597

計 2.430 月分 1.570 月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

無

0.785 月分

12月期 1.285 月分 0.785 月分

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

(県の規定に
準ずる）

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期 1.145 月分
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 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で  借家・借間居住者の例によった場合

配偶者に居住させるため の額の2分の1相当額

借家・借間を借り受けて

いる者

〔平成30年度実績〕

1 6,500

住居手当
（県の規定に

準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

　該当なし

扶養手当
（県の規定に

準ずる）

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500

9,200

 満15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

78,000

管理職手当 制度なし

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

69



 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

（１ヶ月あたり 円を上限と

  する。）

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

278,400 3 7,733

特別急行料金等の３分の２の額を加
算（高速自動車国道等特別料金等に
ついては１ヶ月あたり２万円を限
度）

 エ　駐車料金を負担
   している場合

（ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）
公共交通機関等及び自動車等に係る通勤
手当をともに受けている職員が、公共交
通機関の利用に伴って駐車場を利用し、
駐車料金を負担することを常例としてい
る場合に、当該駐車料金に相当する額を
支給

3,000

支給要件に合致しないため制度を設けて
いない

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あ
たり３往復程度参加することを想定した
通勤手当を支給

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

通勤手当
(県の規定に準

ずる）

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

55,000

1,600

50,100
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 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

〔平成30年度実績〕

該当なし

 ７　給与制度の変更

該当なし

監事 無報酬

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考

理 事 長 無報酬

なし

副理事長 無報酬

常務理事 無報酬

上記以外の理事 無報酬
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円高校卒 － － － －
一般職

大学卒 － － － －

143,032 同上

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

歳

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退
　　　　職手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職
大学卒 175,402

鳥取県の例による。
（経営状況を踏まえ平成31年４月か
ら令和２年３月は県職員の給与に関
する条例で定める額から一般職は
5.9％削減。）

高校卒

千円

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 鳥取県の例による。
（経営状況を踏まえ平成31年４月から令和２年３
月は、県職員の給与に関する条例で定める額から
一般職は5.9％削減。）

354,616 円 372,266 円 48

計

3,608 千円 18,998 千円

一般職 備考

3 人 12,977 2,413 千円

（16）鳥取県住宅供給公社　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当
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 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

（その他の加算措置）

　  　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算）

〔平成30年度実績〕

１人当たりの平均支給額　  21,918,374円  

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 

　　  25年以上勤続した年齢50歳以上の職員が、定年前勧奨等により
　　　退職する場合に加算があります。

時間外勤務手当

（県の規定に
準ずる）

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

1,211,030 2 605,515

勤続 35 年 39.7575 月分 47.70900 月分

勤続 40 年 44.7795 月分 47.70900 月分

19.6695 月分 24.58688 月分

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分

3,608,049 3 1,202,683

退職手当

（県の規定に
準ずる）

区　分 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年

（注）経営状況を踏まえ、期末手当について平成31年４月から令和２年
　　　３月は県職員の給与に関する条例で定める割合から年間1.05月削
　　　減した支給割合を適用。

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

計
1.380 月分 1.57 月分

月分

12月期
0.765 月分 0.785 月分

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期
0.615 月分 0.785
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円

事務局次長 円

円

〔平成30年度実績〕

１人当たりの平均支給月額　61,779円

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

実績なし

3 10,467

住居手当

（県の規定に
準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

46,358

（注）経営状況を踏まえ平成31年4月から令和２年３月は県職
　　  員の給与に関する条例で定める額から7.1％削減。

扶養手当

（県の規定に
準ずる）

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500

9,200

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

376,800

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当

一定の管理または
監督の地位にある
職員

事務局長 61,779

54,068

参事

 満15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000
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 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

　 ①ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ

　 ②特定勤務地

　

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

実績なし

単身赴任手当

（県の規定に
準ずる）

異動等を原因とし
て単身赴任となっ
た職員

月額　30,000円＋加算額
　〔加算額〕
　　　職員の住居と配偶者の住居の交通距離に応じて、8,000円
　　から70,000円までの範囲内で定める額。ただし、100キロ
　　メートル未満の場合は加算はなし。

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あ
たり３往復程度参加することを想定した
通勤手当を支給

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

84,000 3 2,333

１か月の特別急行料金等の３分の２
の額を加算（高速自動車国道等特別
料金等については２万円を限度）

 エ　駐車料金を負担
   している場合

公共交通機関等及び自動車等に係る通勤
手当をともに受けている職員が、公共交
通機関の利用に伴って駐車場を利用し、
駐車料金を負担することを常例としてい
る場合に、当該駐車料金に相当する額を
支給

（１ヶ月あたり3,000円を上限とする。）

特定勤務地へ自動車通勤し、駐車場を使
用している職員に当該駐車場料金に相当
する額を加算

（１ヶ月あたり1,000円を上限とする。）

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

通勤手当

（県の規定に
準ずる）

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

55,000

1,600

50,100
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 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

 ６月期 月分 加算率45％

 12月期 月分

円

円

（注） 1 理事長報酬については、経営状況を踏まえ、平成31年４月から令和２年３月は公社規程

に基づく額。

2 理事長期末手当については、経営状況を踏まえ、平成31年４月から令和２年３月は県職

員の給与に関する条例で定める割合から年間1.17月削減した支給割合。

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

②非常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

変更なし

270,000 6 3,750

3,697,056 1 308,088

支給総額 支給者数
1人当たり

平均支給月額

非常勤理事 1回につき10,000
なし

非常勤監事 1回につき30,000

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額
（期末手当等を含む）

理 事 長 288,575 円
0.355

0.505

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ３　職員の初任給の状況（平成３1年４月１日現在）

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３1年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した年
数を加算したものです。

高校卒 － － － －
一般職

大学卒 － － － －

５年 10年 20年 30年 備考

145,300 県職員より6号給下位、行政職1級3号

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
        手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職
大学卒 174,400 県職員より6号給下位、行政職1級23号

高校卒

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

278,437 円 295,775 円 49 歳

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成３１年４月１日現在）

一般職

8 人 27,674 千円 3,913 千円 8,917 千円

（17）公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

40,504 千円
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 ５　職員手当の状況（平成３1年４月１日現在）

〔支給割合〕

（注）１　（　）は再任用職員の支給割合です。

２　平成３０年１月改正の内容を含みます。

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

〔平成30年度実績〕

一人当たりの平均支給額 0 0 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

時間外勤務手当
(県の規定に

準ずる)

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

1,421,030 7 203,004

退職手当

　退職金の支給は独立行政法人勤労者共済機構・中小企業退職共済事業
本部との間に退職金共済契約を締結することにより行い、退職手当の額
は、掛金月額と掛金納付月数に応じ、中小企業退職金共済法に定められ
た額とする。

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

8,916,830 8 1,114,603

(0.400)

計
2.430 月分 1.540 月分

(1.305) (0.795)

0.770 月分

(0.620) (0.395)

12月期
1.285 月分 0.770 月分

(0.685)

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

(県の規定に
準ずる)

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期
1.145 月分
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円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

円 人 円1 27,000

4 23,000

住居手当
(県の規定に

準ずる)

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

324,000

扶養手当
(県の規定に

準ずる)

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500

9,200

 満15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

1,104,000

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

598,800 1 49,900

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当
(県の規定に

準ずる)

一定の管理または
監督の地位にある
職員

行政職6級
5種相当

49,900
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 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

　 （ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）

（１ヶ月あたり 円を上限と

  する。）

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

作業に従事した日１日につき290円支給４）高圧配電線路等保守
　作業手当

該当なし

438,000 7 5,214

特殊勤務手当

終末処理施設等の
保守管理業務、管
渠内の作業、下
水・汚泥等の検査
業務、高圧電線、
配電盤等の作業に
従事した職員

１）終末処理施設等保守
　管理業務手当

４時間以上作業に従事した日
１日につき290円支給

２）管渠内作業手当 作業に従事した日１日につき560円支給（４
時間に満たないときは、336円）

３）下水道検査業務手当

支給要件に合致しないため制度を設けて
いない

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あ
たり３往復程度参加することを想定した
通勤手当を支給

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

通勤手当
(県の規定に

準ずる)

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

55,000

1,600

9,300

１か月の特別急行料金等の２分の１
の額を加算（高速自動車国道等特別
料金等については２万円を限度）

 エ　駐車料金を負担
   している場合

公共交通機関等及び自動車等に係る通勤
手当をともに受けている職員が、公共交
通機関の利用に伴って駐車場を利用し、
駐車料金を負担することを常例としてい
る場合に、当該駐車料金に相当する額を
支給

3,000

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額
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 ６　役員の報酬等の状況（平成３１年４月１日現在）

 ６月期 月分

 12月期 月分

　 なし

なし

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

〔平成30年度実績〕

円 人 円

②非常勤役員

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ７　給与制度の変更

（１）期末手当の支給割合の変更

 　一般職員

 

再任用職員

適用日

平成３０年１月１日

（２）理事長報酬月額の変更

適用日

平成３１年４月１日

区分 変更後 変更前 変更理由

理事長報酬 ３０６，０００円 ３１５，６００円 報酬見直しによる削減

0.620
1.305

12月 0.680 12月 0.685

変更前 計 変更後 計

期末手当
6月 0.625

1.305 期末手当
6月

1.145
2.430

12月 1.260 12月 1.285
期末手当

6月 1.170
2.430 期末手当

6月

変更前 計 変更後 計

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額

262,800 6 3,650

理事・監事・
評議員(理事会
又は評議員会
等に出席した
場合)

10,200円／
日までの範
囲内

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額
（期末手当等含む）

5,110,901 1 425,908

理 事 長 306,000 円
1.145

1.285

監事(監査等を
行った場合)

30,000円／
日までの範
囲内

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。

高校卒 - - - -
指導員

大学卒 - - - -

高校卒 - - - -
管理職

大学卒 - - - -

148,600
米子市の規則に準ずる
行政職給料表１級５号

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職

大学卒 170,100
米子市の規則に準ずる
行政職給料表１級21号

高校卒

321,575 円 408,134 円 45 歳325,075 円 402,712 円 50 歳

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

管理職 指導員

3 人 11,660 千円 2,902 千円 4,882 千円

（18） 公益財団法人中海水鳥国際交流基金財団　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

19,444 千円
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 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕 米子市の規定に準ずる

〔平成30年度実績〕 支給実績なし

〔平成30年度実績〕

円 人 円1 526,311

勤続 40 年 46.55 月分 49.59 月分

時間外勤務手当 支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

526,311

29.15 月分 34.58 月分

勤続 35 年 41.33 月分 49.59 月分

退職手当

区　分 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年 20.45 月分 25.56 月分

勤続 25 年

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

4,882,215 3 1,627,405

計 2.60 月分 1.850 月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

月分 0.925 月分

12月期 1.300 月分 0.925 月分

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期 1.300

83



円

円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

〔平成30年度実績〕

円 人 円

(1）月額23,000円以下の家賃を支払っ　

　　ている職員

〔平成30年度実績〕該当なし

円を加算した額

住居手当

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

家賃の月額から12,000円を控除し

た額

(2）月額23,000円を超える家賃を支払 家賃の月額から23,000円を控除し

　　っている職員 た額の２分の１（ただし、16,000

円を最高限度額とする。)に
11,000

 5,000円を加算した額。

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

756,000 2 31,500

22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 6,500円

重度心身障害者 6,500円

15歳に達する日以後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の

 3月31日までの間にある扶養親族である子については、⑵に定める額に

22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 10,000円

22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 6,500円

60歳以上の父母及び祖父母 6,500円

１人当たり
平均支給月額

1,171,200 2 48,800

扶養手当

扶養親族のある職
員

項　　目 1人につき

配偶者 6,500円

管理職手当

一定の管理または
監督の地位にある
職員

館長 54,000

事務局長 43,600

支給総額 支給職員数

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額
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〔平成30年度実績〕

円 人 円480,000 3 13,333

　６月を超えない期間を単位とした一括の運賃相当額。ただし、

　１月当たり支給額は、55,000円を超えないものとする。

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

　　ナ　70キロメートル以上75キロメートル未満　 39,300円

　　ニ　75キロメートル以上80キロメートル未満　 42,000円

　　ヌ　80キロメートル以上85キロメートル未満　 44,700円

　　ネ　85キロメートル以上90キロメートル未満　 47,400円

　　ノ　90キロメートル以上                     50,100円

⑵　交通機関又は有料の道路を利用することを常例とするものは、

　　ソ　40キロメートル以上45キロメートル未満　 23,100円

　　タ　45キロメートル以上50キロメートル未満　 25,800円

　　チ　50キロメートル以上55キロメートル未満　 28,500円

　　ツ　55キロメートル以上60キロメートル未満　 31,200円

　　テ　60キロメートル以上65キロメートル未満　 33,900円

　　ト　65キロメートル以上70キロメートル未満　 36,600円

　　ケ　16キロメートル以上18キロメートル未満　  9,300円

　　コ　18キロメートル以上20キロメートル未満　 10,400円

　　サ　20キロメートル以上25キロメートル未満　 12,300円

　　シ　25キロメートル以上30キロメートル未満　 15,000円

　　ス　30キロメートル以上35キロメートル未満　 17,700円

　　セ　35キロメートル以上40キロメートル未満　 20,400円

　　ウ　６キロメートル以上８キロメートル未満　　3,800円

　　エ　８キロメートル以上10キロメートル未満　  4,900円

　　オ　10キロメートル以上12キロメートル未満　  6,000円

　　カ　12キロメートル以上14キロメートル未満　  7,100円

　　キ　14キロメートル以上15キロメートル未満　  8,200円

　　ク　15キロメートル以上16キロメートル未満　  8,200円

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

通勤手当

通勤距離が片道２
キロメートル以上
の者に対して、次
に掲げるところよ
り月額で支給し、
給料の例により支
払う。

⑴　自転車等の交通用具を使用することを常例とする者は、片道の

　通勤距離に応じてそれぞれ次に定める額

　　ア　２キロメートル以上４キロメートル未満　　1,600円

　　イ　４キロメートル以上６キロメートル未満　　2,700円
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 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

円

１回につき5,000円を上限

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

該当なし

②非常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

①給料表

同上告書「５職員手当の状況」告書「５職員手当の状況」

のとおり のとおり

６月期　0.9

12月期　0.925 12月期　0.95

同上

④通勤手当 平成30年度給与等状況報 平成29年度給与等状況報

③勤勉手当
⑴

６月期　0.9 ６月期　0.9

　支給割合 12月期　0.95 12月期　0.9

⑵
６月期　0.925

②期末手当
⑴

６月期　1.3 ６月期　1.225
同上

　支給割合 12月期　1.3 12月期　1.375

区　分 変　更　後 変　更　前 変　更　理　由

給料月額の平均0.2％引上げ

人事院勧告及び米子市一般職

の職員の給与に関する条例に

準じて引上げる

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額

60,000 1 5,000

理 事 長 —
支給なし

非常勤役員

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。

高校卒
研究職

大学卒 264,300 376,200

高校卒
一般職

大学卒 356,000

県の規定に準ずる
研究職給料表１級29号給

短大卒 171,200
県の規定に準ずる
研究職給料表１級19号給

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

県の規定に準ずる
行政職給料表１級９号給

研究職

大学院博士
課程卒

243,000
県の規定に準ずる
研究職給料表１級57号給

大学院修士
課程卒

215,200
県の規定に準ずる
研究職給料表１級41号給

大学卒 193,200

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職
大学卒 186,400

県の規定に準ずる
行政職給料表１級29号給

高校卒 152,000

343,688 円 421,992 円 43 歳334,944 円 386,613 円 45 歳

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般職 研究職

49 人 198,947 千円 43,483 千円 72,341 千円

（19）　地方独立行政法人　鳥取県産業技術センター　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

314,771 千円
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 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

（その他の加算措置）

　  　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算）

　　  25年以上勤続した年齢50歳以上の職員が、定年前に勧奨等により

　　退職する場合に加算があります。

〔平成30年度実績〕

円

（ 円 ）

〔平成30年度実績〕

円 人 円41 481,941

１人当たりの平均支給額 11,639,417

23,034,764

(注) １ （　　）内は、勧奨、定年及び早期退職制度による退職者への
　　　 支給実績を再掲したものです。

     ２ 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成30年度に退職した
       一般職員に支給された平均額です。

時間外勤務手当

（県の規定に
準ずる）

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

19,759,577

勤続 35 年 39.7575 月分 47.709000 月分

勤続 40 年 44.7795 月分 47.709000 月分

19.6695 月分 24.586875 月分

勤続 25 年 28.0395 月分 33.270750 月分

72,340,986 49 1,476,347

退職手当

（県の規定に
準ずる）

区　分 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年

 (注) （　　）内の数値は、特定幹部職員の支給割合です。勤勉手当の
支給割合は、標準的な勤務成績の職員に適用される支給割合を記載して
います。

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

0.97

計
2.430 月分 1.54 月分

2.030 1.94

0.77 月分

0.945 0.97

12月期
1.285 月分 0.77 月分

1.085

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

（県の規定に
準ずる）

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期
1.145 月分
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　給料表、職務の級、手当区分に応じて定額を支給

円

円

円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

円 人 円23 23,526

24 22,470

住居手当

（県の規定に
準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

6,493,052

扶養手当

（県の規定に
準ずる）

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500

9,200

 満15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

6,471,500

53,700

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

5,740,800 8 59,800

管理職手当

（県の規定に
準ずる）

一定の管理または
監督の地位にある
職員 　一般職 ６級３種 66,500

　研究職 ４級３種 62,700

４級４種

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額
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 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

（１ヶ月あたり 円を上限と

  する。）

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

円

〔平成30年度実績〕

円

放射線を金属に対
して照射する作業
を行う職員

職員が業務に従事した日　１日につき　300円

放射線取扱手
当

　１分間に100マイクロシーベルト以上の放射線を照射する作業に
従事した場合に支給

１人当たりの平均支給月額 25

単身赴任手当

（県の規定に
　準ずる）

異動等を原因とし
て単身赴任となっ
た職員

月額　30,000円＋加算額
〔加算額〕
　職員の住居と配偶者の住居の交通距離に応じて、8,000円から
70,000円までの範囲内で定める額。ただし、100キロメートル未満
の場合は加算はなし。

１人当たりの平均支給月額 30,000

通勤手当

（県の規定に
準ずる）

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

4,656,274 45 8,623

50,100

１か月の特別急行料金等の２分の１
の額を加算（高速自動車国道等特別
料金等については２万円を限度）

 エ　駐車料金を負担
   している場合

（ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）
公共交通機関等及び自動車等に係る通勤
手当をともに受けている職員が、公共交
通機関の利用に伴って駐車場を利用し、
駐車料金を負担することを常例としてい
る場合に、当該駐車料金に相当する額を
支給

支給要件に合致しないため制度を設けて
いない

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あ
たり３往復程度参加することを想定した
通勤手当を支給

3,000

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

55,000

1,600
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〔平成30年度実績〕

円

　管理職手当の区分に応じて定額を支給

円

円

円

〔平成30年度実績〕

 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

円

　〔業績給〕

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

②非常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

  （１）変更内容

  （２）適用日　　　平成３０年４月１日

区　分 変　更　後 変　更　前 変　更　理　由

非常勤役員手当 1回あたり 30,000円 日額 30,000円 支給基準の変更

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額

420,000 2 17,500

　評価委員会による法人の業績評価結果、個人評価、経歴等を反映した業績給を６月期及び12
月期に支給する。

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額
（期末手当等を含む）

19,831,536 3 550,876

理 事 長 679,000

なし
下記のとおり業績給を支給

理　　事 300,000

非常勤理事
非常勤監事

1回あたり30,000

なし

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考

管理職員特別
勤務手当

（県の規定に
　準ずる）

管理職手当を受け
る職員で週休日又
は休日等に勤務し
た職員

１種 12,000

２種 10,000

３種及び４種 8,000

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

有害物取扱手
当
（県の規定に
　準ずる）

毒物及び劇物等を
取り扱う職員

　職員が業務に従事した日　１日につき　300円

１人当たりの平均支給月額 100
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３１年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。

高校卒 ― ― ― ―
一般職

大学卒 ― ― ― ―

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

県職員より6号級下位、行政職1級3号

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職
大学卒 174,400 県職員より6号級下位、行政職1級23号

高校卒 145,300

295,093 円 321,693 円 46 歳

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般職職

17 人 48,850 千円 9,054 千円 20,600 千円

（20）公益財団法人　鳥取県産業振興機構　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

78,504 千円

92



 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

（その他の加算措置）

　  　定年前早期退職特例措置（　2％～20％加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円11 121,139

904,160 1 904,160

(注) １ （　　）内は、勧奨、定年及び早期退職制度による退職者への
　　　 支給実績を再掲したものです。

     ２ 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成30年度に退職した
       一般職員に支給された平均額です。

時間外勤務手当 支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

1,332,524

勤続 40 年 44.7795 月分 47.70900 月分

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

28.0395 月分 33.27075 月分

勤続 35 年 39.7575 月分 47.70900 月分

退職手当

（県の規定に
準ずる）

区　分 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年 19.6695 月分 24.58675 月分

勤続 25 年

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

20,600,213 17 1,211,777

計 2.43 月分 1.54 月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

0.77 月分

12月期 1.285 月分 0.77 月分

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期 1.145 月分

93



円

円

円

円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

円 人 円3 25,567

8 21,800

住居手当

（県の規定に
準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

920,400

扶養手当

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500

9,200

 満15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

2,092,800

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

3,368,400 4 70,175

管理職手当

（県の規定に
準ずる）

一定の管理または
監督の地位にある
職員

事務局長 84,600

とっとり
国際ビジ
ネスセン
ター長

79,700

バイオフ
ロンティ
ア推進室
長

58,200

事務局
次長

58,200

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額
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 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

　 

（１ヶ月あたり 円を上限と

  する。）

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円1,339,600 15 7,442

支給要件に合致しないため制度を設けて
いない

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あ
たり３往復程度参加することを想定した
通勤手当を支給

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

通勤手当

（県の規定に
準ずる）

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

55,000

1,600

50,100

１か月の特別急行料金等の３分の２
の額を加算（高速自動車国道等特別
料金等については２万円を限度）

 エ　駐車料金を負担
   している場合

（ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）
公共交通機関等及び自動車等に係る通勤
手当をともに受けている職員が、公共交
通機関の利用に伴って駐車場を利用し、
駐車料金を負担することを常例としてい
る場合に、当該駐車料金に相当する額を
支給

3,000

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額
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 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

円

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

　　　該当なし

支給総額 支給者数
１人当たり
平均支給月額

（期末手当等を含む）

6,053,537 1 504,461

理事長 393,700 1.35×2.5月

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。

高校卒 － － － －
一般職

大学卒 － － － －

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職
大学卒 －

制度なし
高校卒 －

245,220 円 253,544 円 46 歳

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般職

7 人 14,612 千円 1,477 千円 4,007 千円

（21）公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

20,096 千円
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 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

 (注)  （　　）内の数値は、県派遣職員の支給割合です。

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

〔平成30年度実績〕 該当なし

〔平成30年度実績〕

円 人 円

時間外勤務手当

（県の規定に
準ずる）

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

950,513 7 135,788

4,006,392 7 572,342

退職手当

　退職金の支給は独立行政法人勤労者共済機構・中小企業退職共済事業
本部との間に退職金共済契約を締結することにより行い、退職手当の額
は、掛金月額と掛金納付月数に応じ、中小企業退職金共済法に定められ
た額とする。

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

0.770

計
2.430 月分 ― 月分

― 1.540

― 月分

― 0.770

12月期
1.285 月分 ― 月分

―

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期
1.145 月分
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〔平成30年度実績〕

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕 該当なし

住居手当

（県の規定に
準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

扶養手当

（県の規定に
準ずる）

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500

9,200

 満15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

１人当たりの平均支給月額 13,000

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当

（県の規定に
準ずる）

一定の管理または
監督の地位にある
職員 １人当たりの平均支給月額 該当なし
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 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

（１ヶ月あたり 円を上限と

  する。）

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

通勤手当

（県の規定に
準ずる）

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あ
たり３往復程度参加することを想定した
通勤手当を支給

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

369,820 7 4,403

1,600

50,100

１か月の特別急行料金等の３分の２
の額を加算（高速自動車国道等特別
料金等については２万円を限度）

 エ　駐車料金を負担
   している場合

（ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）
公共交通機関等及び自動車等に係る通勤
手当をともに受けている職員が、公共交
通機関の利用に伴って駐車場を利用し、
駐車料金を負担することを常例としてい
る場合に、当該駐車料金に相当する額を
支給

支給要件に合致しないため制度を設けて
いない

3,000

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

55,000
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 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

〔平成29年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

②非常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更 該当なし

280,000 9 2,593

4,526,400 1 377,200

支給総額 支給者数 １人当たり平均支給月額

評議員 －

監事

監査１回につき
30,000円
評議員会・理事会
出席１回につき
10,000円

－

支給総額 支給者数
１人当たり平均支給月額
（期末手当等を含む）

月分

12月期 1.7 月分

副理事長
評議員会・理事会
出席１回につき
10,000円

－

理事 －

理事長 300,000 円
６月期 1.3

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。

高校卒 － － － －
一般職

大学卒 － － － －

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職
大学卒 174,400

高校卒 145,300

216,596 円 227,086 円 57 歳

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般職

11 人 23,982 千円 2,241 千円 5,948 千円

（22）公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

32,171 千円
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 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

 (注) （　　）内の数値は、再任用職員の支給割合です。

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

（その他の加算措置）

　  　定年前早期退職特例措置（　2　％～ 　20　％加算）

〔平成30年度実績〕

該当なし

〔平成30年度実績〕

円 人 円

時間外勤務手当

（県の規定に
準ずる）

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

1,109,776 9 123,308

勤続 35 年 39.758 月分 47.70900 月分

勤続 40 年 44.780 月分 47.70900 月分

月分 24.58688 月分

勤続 25 年 28.040 月分 33.27075 月分

5,947,404 11 540,673

退職手当

（県の規定に
準ずる）

区　分 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年 19.670

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

0.400

計
2.430 月分 1.540 月分

1.305 0.795

0.770 月分

0.620 0.395

12月期
1.285 月分 0.770 月分

0.685

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

（県の規定に
準ずる）

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期
1.145 月分

103



〔平成30年度実績〕

実績なし

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

1人当たりの平均支給額　418,800円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

実績なし

住居手当

（県の規定に
準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

扶養手当

（県の規定に
準ずる）

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500

9,200

 満15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当

（県の規定に
準ずる）

一定の管理または
監督の地位にある
職員

104



 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車利用

 エ　高速自動車国道等

   利用

（１ヶ月あたり 円を上限と

  する。）

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円712,800 9 6,600

通勤手当

（県の規定に
準ずる）

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

3,000

支給要件に合致しないため制度を設けて
いない

 カ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あ
たり３往復程度参加することを想定した
通勤手当を支給

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

55,000

1,600

50,100

１か月の特別急行料金等の３分の２
の額を加算

１か月の高速自動車国道等特別料金
の２分の１の額を加算（２万円を限
度）

 オ　駐車料金を負担
   している場合

（ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）
公共交通機関等及び自動車等に係る通勤
手当をともに受けている職員が、公共交
通機関の利用に伴って駐車場を利用し、
駐車料金を負担することを常例としてい
る場合に、当該駐車料金に相当する額を
支給

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額
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 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

円  ６月期 月分

円  12月期 月分

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

変更なし

支給総額 支給者数
１人当たり
平均支給月額

（期末手当等を含む）

7,711,280 2 321,303

理 事 長 315,600 0.93

専務理事 275,000 1.12

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

円

〔支給率〕

（その他の加算措置）

　  　定年前早期退職特例措置（　　％～　　％加算）なし

〔平成30年度実績〕

〔平成30年度実績〕

円

実績なし

時間外勤務手当
１人当たりの平均支給年額 66,221

勤続 35 年 70.00 月分 － 月分

勤続 40 年 80.00 月分 － 月分

月分

勤続 25 年 45.00 月分 － 月分

１人当たりの平均支給額 816,000

退職手当

区　分 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年 32.00 月分 －

計 3.60 月分 － 月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

月分

12月期 1.80 月分 － 月分

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期 1.80 月分 －

一般職
大学卒 ― 円 本人の満年齢、学歴、能力、経歴等

を参酌して理事長が定める。高校卒 ― 円

（23）一般財団法人鳥取県野菜価格安定基金協会　給与等状況報告書

給　与　費 6,735 千円

区　　　分 初　任　給 備　　　　考
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 ア　配偶者 円

 イ　18歳未満及び在学中の子のうち

第１順位 円

第２順位 円

その他１人につき 円

円

円

〔平成30年度実績〕

 ア　借家・借間居住者

〔平成30年度実績〕

円

 ア　交通機関等利用者

〔平成30年度実績〕

 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

 ７　給与制度の変更

制度なし

変更なし

住居手当
理事長が必要と認
める職員

家賃の額に応じ、理事長が支
給額を定める。

１人当たりの平均支給月額 29,170

通勤手当
鉄道及びバスを利
用する職員

自宅から勤務場所までの距離が、片道２
㎞以上の場合から支給。
※勤務地より居住地までの最寄りの駅あ
るいは停留所を基点とし、鉄道、バスの
併行線のあるときはいずれか低料金を基
準とする。

該当なし

 エ　心身に重い障がいを有する家族１人に

 　つき 1,500

該当なし

扶養手当 扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

2,500

1,500

1,500

1,000

 ウ　満60才以上の父母及び祖父母、満18才

   未満の孫及び弟妹２人につき 1,500

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額
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（24）一般社団法人鳥取県果実生産出荷安定基金協会　給与等状況報告書

※同協会は、全国農業協同組合連合会鳥取県本部の職員が事務を行っており、協会からは給
与・役員報酬とも支給がないため、報告事項なし。
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年4月1日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年4月1日現在）

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。

高校卒 ― ― ― 328,940
一般職

大学卒 ― ― ― ―

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職
大学卒 ― 年齢、採用前の経験年数、責任の度

合い、他職員との均衡を考慮して理
事長が決定する。高校卒 ―

261,581 円 290,630 円 35 歳

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

畜産技師

16 人 47,312 千円 8,566 千円 14,763 千円

（25）公益財団法人鳥取県畜産振興協会　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

70,641 千円
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 ５　職員手当の状況（平成31年4月1日現在）

〔支給率〕

職制上の段階、職務の

級等による加算措置

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

（その他の加算措置）

なし

〔平成30年度実績〕

円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

時間外勤務手当 支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

2,360,639 13 181,588

勤続 40 年 43.500 月分 55.950 月分

１人当たり平均支給額 5,925,853

33.375 月分 34.800 月分

勤続 35 年 43.500 月分 55.950 月分

退職手当

区　分 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年 23.375 月分 26.550 月分

勤続 25 年

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

14,762,570 15 984,171

1.0～2.5 月分

計 2.0～5.0 月分

無

区　分 内　　　　　訳

賞与手当

区　分 賞与手当

６月期 1.0～2.5 月分

12月期
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円

円

円

　管理職特別勤務手当　2,000円

〔平成30年度実績〕

円

 ア　配偶者 円

 イ　配偶者以外の扶養親族 円

 ウ　配偶者のない職員の扶養親族のうち
 　１人目まで

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者 家賃の額に応じ、

最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で 借家・借間居住者の例によった

   配偶者に居住させるため 場合の額の２分の１相当額

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

円 人 円1,081,500 9 10,014

１人当たり
平均支給月額

2,207,000 9 20,435

住居手当

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員及び、所
有に係る住宅に居
住している世帯主
である職員

27,000

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

扶養手当

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

10,500

6,500

11,000 円

 15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

支給総額 支給職員数

３種 30,000

１人当たり平均支給月額 21,667

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当

一定の管理または
監督の地位にある
職員

１種 50,000

２種 40,000

112



 ア　交通機関等利用者

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

〔平成30年度実績〕

円 人 円

月額 23,000円

〔平成30年度実績〕

実績なし

単身赴任手当

異動等を原因とし
て単身赴任となっ
た職員

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

制度なし

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

2,396,800 16 12,483

通勤手当

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

①支給単位期間の間通用する定期券の額

55,000

1,600

50,100

アに含む

 エ　駐車料金を負担
   している場合

制度なし

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額
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 ６　役員の報酬等の状況（平成31年4月1日現在）

 ６月期 月分

 12月期 月分

円

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

②非常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

（１）変更内容

（２）適用日　　平成３１年２月１日

変　更　理　由

定款並びに役員等
報酬規則の改正

役員会等出席の都度、民
間登用の役員報酬として
10,000円を支給

非常勤役員等の報酬は無
報酬

職務執行の対価として報
酬を支給することができ
ることとした。

100,000 2 4,167

区　分 変　更　後 変　更　前

3,991,600 1 332,633

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額

非常勤役員等
1回につき

10,000

支給総額 支給者数
１人当たり
平均支給月額

（賞与手当等を含む）

常勤役員(専務理事) 280,000 円
1.025

1.025

区　分 給料・報酬月額 賞与手当 備　　　考
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。

高校卒 ― 182,500 ― ―
一般職

大学卒 ― ― ― ―

141,600

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

歳

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退
       職手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職
大学卒 157,100

高校卒

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

8 人

231,971 円 277,209 円 49

千円

一般職

計

19,970 千円 1,704 千円 6,587 千円 28,261

（26）公益社団法人鳥取県畜産推進機構　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当
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 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

（基本給×基準比率）×（勤続年数×勤続年数比率）×1.05

１）基準比率は９０％

２）勤続年数比率は付表１の勤続年数該当欄の勤続年数比率とする。

３）（勤続年数×勤続年数比率）の上限は、53.55とする。

付表１

　１年以上～　６年未満 １８年以上～２１年未満

　６年以上～　８年未満 ２１年以上～

　８年以上～１１年未満

１１年以上～１３年未満

１３年以上～１５年未満

１５年以上～１８年未満

（その他の加算措置）

　  　定年前早期退職特例措置　　制度なし

〔平成30年度実績〕

該当なし

〔平成30年度実績〕

円 人 円

時間外勤務手当 支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

803,619 6 133,937

1.3

1.4

1.5

退職手当

勤　続　年　数 勤続年数比率 勤　続　年　数 勤続年数比率

1.0 1.6

1.1 1.7

1.2

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

6,587,060 7 941,009

計 3.40 月分 0.60 月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

無

0.30 月分

12月期 1.70 月分 0.30 月分

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期 1.70 月分
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職務の級に応じて定額を支給

円

円

〔平成30年度実績〕

円

 ア　配偶者 円

 イ　配偶者以外の扶養親族 円

 ウ　配偶者のない職員の扶養親族のうち
 　１人目まで

〔平成30年度実績〕

円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

円

住居手当

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 制度なし

１人当たりの平均支給月額 19,500

 15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間の子

制度なし

１人当たりの平均支給月額 3,500

１人当たりの平均支給月額 20,000

扶養手当

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

2,500

1,500

制度なし

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当

一定の管理または
監督の地位にある
職員 ５級 10,000

６級 30,000
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 ア　交通機関等利用者

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

〔平成30年度実績〕 無報酬のため　該当なし

 ７　給与制度の変更

　変更なし

理事
－ －

監事

816,000 6 11,333

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考

　制度なし

 エ　駐車料金を負担
   している場合   制度なし

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合 　制度なし

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

通勤手当

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

支給基準は、３カ月定期乗車料金の
合計金額に３分の１を乗じて算出し
た額。
居住地から勤務地までの最寄の駅又
は停留所を基点とし、鉄道又はバス
の併行線があるときは、いずれか低
い料金とする。

40,000

2,200

40,000
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円高校卒 － － － －
技術職

大学卒 － － － －

鳥取県職員行政職給料表１級19号級

高校卒 150,200 鳥取県職員行政職給料表１級９号級

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

技術職

大学卒 186,400 鳥取県職員行政職給料表１級29号級

短大卒 166,200

189,550 円 193,900 円 44 歳229,169 円 262,674 円 49 歳

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

技術職 事務職

14 人 37,773 千円 6,146 千円 11,903 千円

（27）公益財団法人鳥取県造林公社　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

55,822 千円
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 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

（その他の加算措置）

　  　定年前早期退職特例措置（ 2％～20％加算）

〔平成30年度実績〕

１人当たり平均支給月額　299,964 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円14 137,792

勤続 40 年 44.7795 月分 47.709000 月分

時間外勤務手当 支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

1,929,086

28.0395 月分 33.270750 月分

勤続 35 年 39.7575 月分 47.709000 月分

退職手当

（県の規定に
準ずる）

区　分 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分

勤続 25 年

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

11,902,689 14 850,192

計 2.430 月分 1.540 月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

月分

12月期 1.285 月分 0.770 月分

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

（県の規定に
準ずる）

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期 1.145 月分 0.770
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公社規定による理事長が別に定める額 円

（県の規定に準ずる額（課長級特定職））

〔平成30年度実績〕

１人当たり平均支給月額　58,200円

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

円 人 円

支給職員数
１人当たり
平均支給月額

2,139,179 7 25,466

支給職員数
１人当たり
平均支給月額

468,000 4 9,750

住居手当

（県の規定に
準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

支給総額

管理職手当
（県の規定に

準ずる）

一定の管理または
監督の地位にある
職員

58,200

扶養手当

（県の規定に
準ずる）

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500

9,200

 満15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

支給総額

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額
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 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

（１ヶ月あたり 円を上限と

  する。）

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

６月期 月分

12月期 月分

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

②非常勤役員 なし

 ７　給与制度の変更
変更なし

円
1.085

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額
（期末手当等を含む）

9,112,568 2 379,690

理 事 長 320,000 円
鳥取県職員の例による。
専務理事は事務局長を兼務。

0.945

専務理事 284,000

1,466,100 14 8,727

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考

通勤手当

（県の規定に
準ずる）

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期間当
たりの額が低い方の額。

 エ　駐車料金を負担
   している場合

（ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）
公共交通機関等及び自動車等に係る通勤手当
をともに受けている職員が、公共交通機関の
利用に伴って駐車場を利用し、駐車料金を負
担することを常例としている場合に、当該駐
車料金に相当する額を支給

支給要件に合致しないため制度を設けていな
い

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あたり
３往復程度参加することを想定した通勤手当
を支給

支給総額 支給職員数
１人当たり
平均支給月額

3,000

55,000

1,600

50,100

１か月の特別急行料金等の３分の２の額
を加算（高速自動車国道等特別料金等に
ついては２万円を限度）

区分

内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。

高校卒 － － － －
一般職

大学卒 153,083 155,806 206,363 327,000

140,400

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

歳

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職
大学卒 156,000

高校卒

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

6 人

175,484 円 190,639 円 31

千円

一般職

計

11,515 千円 1,466 千円 2,711 千円 15,692

（28） 公益財団法人鳥取県林業担い手育成財団　給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当
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 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

賞与の支給基準は理事会の議を経て会長が定める

（毎年経営状況や個人の評価等によって変動）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

勤続2年～ 勤続年数×0.5月分 勤続年数×0.5月分

勤続6年～ 勤続年数×0.6月分 勤続年数×0.6月分

勤続10年～ 勤続年数×0.7月分 勤続年数×0.7月分

勤続14年～ 勤続年数×0.8月分 勤続年数×0.8月分

勤続18年～ 勤続年数×0.9月分 勤続年数×0.9月分

勤続22年～ 勤続年数×1.0月分 勤続年数×1.0月分

勤続26年～ 勤続年数×1.1月分 勤続年数×1.1月分

勤続30年～ 勤続年数×1.2月分 勤続年数×1.2月分

勤続34年～ 勤続年数×1.3月分 勤続年数×1.3月分

〔平成30年度実績〕

実績なし

〔平成30年度実績〕

円 人 円

時間外勤務手当 支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給年額

10,480 1 10,480

2,711,000 5 542,200

退職手当

区　分 自己都合 勧奨・定年

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

124



円

円

円

円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　配偶者 円

 イ　配偶者以外の扶養親族 円

 ウ　配偶者のない職員の扶養親族のうち
 　１人目まで

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者 家賃の額に応じ賃借料の50%

か最高20,000円までを上限

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

人 円

住居手当

住宅を借り受け家
賃を支払っている
職員(家賃の下限
設定はなし)

制度なし

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

実績なし － －

 15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子

制度なし

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

45,600 1 3,800

１人当たり
平均支給月額

1,080,000 4 22,500

扶養手当

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

3,000

600

400 円

課長 25,000

考査役 15,000

支給総額 支給職員数

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当

一定の管理または
監督の地位にある
職員

参事 50,000

部長 30,000
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 ア　交通機関等利用者

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

円 人 円

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

8,000 1 667

332,639 6 4,620

早朝手当 早朝出勤した職員
法定休日以外の日の午前5時から午前8時半までの間に勤務した場
合、1時間につき基本給の100分の125を支給

制度なし

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合 制度なし

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

通勤手当

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

1か月定期券の額

31,600

制度なし

 エ　駐車料金を負担
   している場合
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 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

円 人 円

②非常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

変更なし

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額

該当なし － －

支給総額 支給者数
１人当たり
平均支給月額

（期末手当等を含む）

1,200,000 1 100,000

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考

理 事 長 －
なし

副理事長 100,000
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。

高校卒 ―　 ―　 ―　 ―　
一般職

大学卒 ―　 ―　 ―　 ―　

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職
大学卒 ―　 年齢、採用前の経験年数、責任の度

合い、他の職員との均衡を考慮して
理事長が定める。高校卒 ―　

311,011 円 372,361 円 47 歳

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般職

7 人 26,125 千円 5,152 千円 9,328 千円

（29）公益財団法人鳥取県栽培漁業協会 給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

40,605 千円
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 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

 (注) １　勤勉手当は職務能率評価制度により調整されます。

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

〔平成30年度実績〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

退職手当

　退職金の支給は独立行政法人勤労者共済機構・中小企業退職共済事業
本部との間に退職金共済契約を締結することにより行い、退職手当の額
は、掛金月額と掛金納付月数に応じ、中小企業退職金共済法に定められ
た額とする。

なし

時間外勤務手当
 

（県の規定に
準ずる）

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

2,103,928 6 350,655

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

9,328,266 7 1,332,609

計 2.430 月分 1.570 月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

0.785 月分

12月期 1.285 月分 0.785 月分

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

（県の規定に
準ずる）

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期 1.145 月分
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職員が理事を兼務する場合は管理職手当を支給

　 54,500円

〔平成30年度実績〕

円

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

円

6 18,083

住居手当

（県の規定に
準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

制度なし

１人当たりの平均支給月額 21,750

扶養手当

（県の規定に
準ずる）

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

9,200

 満15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額
1,302,000

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

管理職手当

一定の管理または
監督の地位にある
職員

１人当たりの平均支給月額 54,500

6,500
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 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

（１ヶ月あたり 円を上限と

  する。）

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔平成30年度実績〕

円

潜水手当

（県の規定に
準ずる）

潜水器具を着用し
て潜水作業に従事
した職員

潜水深度の区分に応じ、以下に定める額とする。
20ｍ以下　　　　　　　　300円／60分
30ｍ以下　　　　　　　　600円／60分
30ｍを超えるとき　　 　1200円／60分

１人当たりの平均支給月額 75

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

570,000 7 6,786

１か月の特別急行料金等の３分の２
の額を加算（高速自動車国道等特別
料金等については２万円を限度）

 エ　駐車料金を負担
   している場合

（ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）
公共交通機関等及び自動車等に係る通勤
手当をともに受けている職員が、公共交
通機関の利用に伴って駐車場を利用し、
駐車料金を負担することを常例としてい
る場合に、当該駐車料金に相当する額を
支給

3,000

支給要件に合致しないため制度を設けて
いない

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あ
たり３往復程度参加することを想定した
通勤手当を支給

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

通勤手当

（県の規定に
準ずる）

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

55,000

1,600

50,100
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 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

評議員会、理事会、監事会に出席ごと

に支給(支給月：6月)

職員を兼務する常勤理事は役員報酬なし

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

該当なし

②非常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

該当なし

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

193,800 12 1,346

評 議 員

1日につき10,200円
なし

非常勤理事

非常勤監事

常勤理事 なし

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔平成30年度実績〕

〔平成30年度実績〕

円

 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

制度なし

 ７　給与制度の変更

変更なし

通勤手当
交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

　自動車を使用する職員で、通勤距離に応じ、月額1,600円から
50,100円の範囲内で支給する。

１人当たりの平均支給月額 2,700

時間外勤務手当 　該当なし

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

事務職
大学卒

　県の非常勤職員等の例に準じ、代表理事が定める。
高校卒

区　分 内　　　　　訳

（30）公益財団法人鳥取県魚の豊かな川づくり基金 給与等状況報告書

給　与　費 1,934 千円

区　　　分 初　任　給 備　　　　考
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円 県職員より4号給下位（行政職１級25号）

円 県職員より4号給下位（行政職１級5号）

 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

〔支給率〕

（その他の加算措置）

　  　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算）

〔平成30年度実績〕

〔平成30年度実績〕

　　  25年以上勤続した年齢50歳以上の職員が、定年前勧奨等により
　　　退職する場合に加算があります。

　該当なし
時間外勤務手当

（県の規定に
準ずる）

　該当なし

勤続 35 年 39.7575 月分 47.70900 月分

勤続 40 年 44.7795 月分 47.70900 月分

月分 24.58675 月分

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

　該当なし

退職手当

（県の規定に
準ずる）

区　分 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年 19.6695

1.285 月分 0.77 月分

計 2.43 月分 1.54 月分
期末手当
勤勉手当

（県の規定に
準ずる）

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期 1.145 月分 0.77 月分

12月期

事務職
大学卒 179,700

高校卒 147,500

区　分 内　　　　　訳

（31）鳥取県土地開発公社　給与等状況報告書

給　与　費  実績なし

区　　　分 初　任　給 備　　　　考
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　給料表、職務の級、手当区分に応じて定額を支給

円

円

円

円

円

円

円

円

円

〔平成30年度実績〕

 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

住居手当

（県の規定に
準ずる）

住宅を借り受
け月額12,000
円を超える家
賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

　該当なし

　該当なし

扶養手当

（県の規定に
準ずる）

扶養親族とし
て配偶者、子
等を有する職
員

6,500

9,200

 満15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

　該当なし

管理職手当

（県の規定に
準ずる）

６級３種 66,500

６級４種 58,200

６級５種 49,900

94,000

７級２種 88,500

７級３種 70,800

７級４種 62,000

　一般職 ９級１種 130,300

８級１種 117,000

８級２種

区　分 内　　　　　訳

一定の管理ま
たは監督の地
位にある職員
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 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円から

円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

 エ　駐車料金を負担

   している場合

（その他の駐車場代の加算）

〔平成30年度実績〕

〔平成30年度実績〕

単身赴任手当

（県の規定に
準ずる）

異動等を原因
として単身赴
任となった職
員

　月額　30,000円＋加算額
　〔加算額〕
　　　職員の住居と配偶者の住居の交通距離に応じて、8,000円
　　から70,000円までの範囲内で定める額。ただし、100キロメ
　　ートル未満の場合は加算はなし。

　該当なし

１か月の特別急行料金等の３分の２の額を
加算（高速自動車国道等特別料金等につい
ては２万円を限度）

（ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）
公共交通機関等及び自動車等に係る通勤手
当をともに受けている職員が、公共交通機
関の利用に伴って駐車場を利用し、駐車料
金を負担することを常例としている場合
に、当該駐車料金に相当する額を支給
（１か月あたり3,000円を上限とする。）

支給要件に合致しないため制度を設けてい
ない

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合

ノーマイカー運動参加者に対し、１月あた
り３往復程度参加することを想定した通勤
手当を支給

　該当なし

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

通勤手当
（県の規定に

準ずる）

交通機関等を
利用し、また
は自動車等を
使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期間当た
りの額が低い方の額。

55,000

1,600

50,100
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 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

円

円  ６月期

円  12月期

円

〔平成30年度実績〕

①常勤役員

②非常勤役員

円 人 円

 ７　給与制度の変更

変更なし

97,220 3 2,701

監　　事 日額9,900

　該当なし

支給総額 支給者数
１人当たり

平均支給月額

理 事 長 日額13,810

副理事長 0 該当なし

理　　事 日額9,900 〃

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考
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 １　職員給与の状況（平成30年度）

(注) 職員手当は、退職手当、期末手当及び勤勉手当を含みません。

 ２　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成31年４月１日現在）

(注) １ 「平均給料月額」は扶養手当等の職員手当を含まない給料のみの平均月額です。

 ３　職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円

円

 ４　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

(注) 「経験年数」は、採用後の年数に採用前の職歴などの期間を職員の期間として換算した
　　年数を加算したものです。

高校卒 － － － －
一般職

大学卒 － － － －

　　 　　　　経験年数
 区　分

５年 10年 20年 30年 備考

　　 ２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職
       手当以外の手当）とを合計したものの平均月額です。

区　　　分 初　任　給 備　　　　考

一般職

大学卒 － 　 理事長が定める「初任給基準
表」によるものとし、年齢、採用前
の経験年数、他の職員との均衡等を
考慮して理事長が定める。高校卒 －

189,900 円 197,300 円 59 歳

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般職

3 人 7,332 千円 272 千円 2,476 千円

（32）公益財団法人鳥取県暴力追報センター  給与等状況報告書

職員数
給　　　与　　　費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

10,080 千円
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 ５　職員手当の状況（平成31年４月１日現在）

〔支給割合〕

〔平成30年度実績〕

円 人 円

〔支給率〕

（その他の加算措置）

　　定年前早期退職特例処置　　制度無し　

〔平成30年度実績〕

〔平成30年度実績〕

時間外勤務手当 該当なし

　該当なし

勤続 35 年 25.80 月分 32.25 月分

勤続 40 年 25.80 月分 32.25 月分

月分 26.25 月分

勤続 25 年 25.80 月分 32.25 月分

2,475,586 3 825,195

退職手当

区　分 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年 21.00

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

無

支給総額 支給職員数 １人当たり平均支給額

12月期 1.285　月分 0.785　月分

計 2.43　月分 1.57　月分

区　分 内　　　　　訳

期末手当
勤勉手当

（県の規程に
準ずる）

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期 1.145　月分 0.785　月分
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 ア　配偶者、子以外の扶養親族 円

 イ　子 円

 １人につき

円を加算

〔平成30年度実績〕

 ア　借家・借間居住者  家賃の額に応じ、

 最高 円まで支給

 イ　単身赴任手当受給者で

   配偶者に居住させるため

   借家・借間を借り受けて

   いる者

〔平成30年度実績〕

　　一人当たり平均支給月額　6,500円

住居手当

(県の規程に
準ずる）

住宅を借り受け月
額12,000円を超え
る家賃を支払って
いる職員

27,000

 借家・借間居住者の例に
 よった場合の額の２分の
 １相当額

　　該当なし

扶養手当

（県の規程に
準ずる）

扶養親族として配
偶者、子等を有す
る職員

6,500

9,200

 満15歳に達する日以後の最初の４月１日から
 満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
 の間にある子 5,000

管理職手当

制度なし

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

140



 ア　交通機関等利用者

①支給単位期間の間通用する定期券の額

②通勤21回分の回数券の額

＜最高限度額 円＞

 イ　自動車等使用者 通勤距離に応じ、月額 円

から 円の範囲内で支給

 ウ　特別急行列車等

   利用

〔平成30年度実績〕

円 人 円

 ６　役員の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

円

円  ６月期 月分

 12月期 月分

〔平成30年度実績〕

 ７　給与制度の変更

該当なし

該当なし

副理事長 － －

－

区　分 給料・報酬月額 期末手当 備　　　考

理 事 長 －

 オ　ノーマイカー運動
   に参加する場合 制度なし

支給総額 支給職員数
１人当たり

平均支給月額

115,600 3 3,211

通勤手当

（県の規程に
準ずる）

交通機関等を利用
し、または自動車
等を使用して通勤
している職員

次の①または②のうち、支給単位期
間当たりの額が低い方の額。

55,000

1,600

50,100

制度なし

 エ　駐車料金を負担
   している場合

制度なし

区分
内　　　　　容

対象職員 支　　給　　月　　額

141


